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平平
重重
盛盛
のの
母母
とと
そそ
のの
一一
族族

曾
我

良
成

はは
じじ
めめ
にに

驕
れ
る
者
と
し
て
平
氏
を
描
く
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
、
権
勢
の
象
徴
と
し
て

描
か
れ
る
平
清
盛
と
対
照
的
に
穏
や
か
な
理
性
的
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
人
物
が
、

清
盛
の
嫡
男
平
重
盛
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
人
物
に
つ
い
て
は
平
清
盛
を
代
表
に
『
平
家
物
語
』
の
イ
メ
ー
ジ
・

印
象
が
あ
ま
り
に
強
烈
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
実
像
の
検
討
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
日
本
史
教
科
書
の
平
氏
の
時
代
の
囲
い
込
み
史
料
と
し
て
『
平
家
物

語
』
が
掲
げ
ら
れ
る
違
和
感
は
、
歴
史
学
者
か
ら
も
あ
ま
り
聞
こ
え
て
こ
な
い
。

先
に
私
は
『
物
語
が
つ
く
っ
た
驕
れ
る
平
家(

)

』
に
お
い
て
、
傲
慢
な
平
氏
像
は

1

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
平
家
物
語
』
に
よ
る
虚
像
で
あ
り
、
ま
た
平
氏
＝
傲
慢
と
い
う

固
定
観
念
が
日
本
人
に
増
幅
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
一
方
で
、

傲
慢
な
平
氏
の
対
極
に
置
か
れ
た
平
重
盛
像
も
史
料
に
即
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
作
業
の
基
礎
と
し
て
平
重
盛
の
生
母
「
高
階
基
章
女
」

と
父
清
盛
の
婚
姻
、
当
時
の
高
階
氏
の
状
況
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に

し
て
い
る
。

一一

平平
重重
盛盛
のの
母母
高高
階階
基基
章章
女女
とと
関関
白白
藤藤
原原
忠忠
実実
のの
落落
胤胤
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関関
白白
藤藤
原原
忠忠
実実
のの
落落
胤胤

平
重
盛
の
母
で
あ
る
高
階
基
章
の
妻
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
史
料

の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
台
記
』
康
治
元
年(

一
一
四
二)

六
月
七
日
戊
辰

依
恒
例
欲
奉
拜
北
斗
心
懶
停
了
、
後
聞
僕
姊
妹
去
三
日
死
去
、
靈
驗
揭
焉
事
也
、

抑
件
姊
妹
者
同
父
異
母
也
、
內
有
得
選
、
名
曰
况
字
曰
不
劣
、
往
年
禪
閤
密
通
之

時
有
夫
、
名
曰
基
章
、
字
曰
高
蔵
人(

先
年
在
余
許)

、
児(

況)

生
女
稱
禪
閤
子
、

禪
閤
不
爭
子
養
、
尚
疑
非
吾
子
、
翌
日
參
字
治
、
申
北
斗
拜
止
由
、
禪
閤
流
淚

曰
、
年
來
疑
吾
子
否
也
、
今
即
知
吾
子
矣
、

ま
ず
、
だ
い
た
い
の
意
味
を
取
っ
て
お
こ
う
。

恒
例
の
北
斗
拝
を
行
お
う
と
思
っ
た
の
だ
が
、
な
ん
と
な
く
気
が
進
ま
ず
や
め
て
し
ま

っ
た
。
あ
と
で
聞
い
た
こ
と
な
の
だ
が
、
私
の
姉
妹
が
去
る
三
日
に
死
去
し
て
い
た
。
霊

験
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
た
と
言
っ
て
良
い
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
女
性
は
同
じ
父(

＝
忠
実)

で
母
が
異
な
っ
て
い
る
。
内
裏
御
厨
子
所
の
女
官
で
あ
る
得
選
に
、
名
を
況
、
字
を
不
劣
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と
い
う
者
が
い
た
。
以
前
、
禅
閤(

藤
原
忠
実)

が
彼
女
と
密
通
し
て
い
た
時
に
は
夫
が
あ

っ
た
。(

夫
の)

名
は
基
章
、
字
は
高
蔵
人
と
い
う(

先
年
私
に
仕
え
て
い
た
者
で
あ
る)

。

況
は
娘
を
産
み
、
禅
閤
の
子
で
あ
る
と
言
っ
た
。
禅
閤
は(

真
偽
を)

争
わ
ず
子
と
し
て
養

っ
て
い
た
が
、
な
お
自
分
の
子
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
疑
っ
て
い
た
。
翌
日(

私
が)

宇
治
に
行
き
北
斗
拝
を
や
め
た
こ
と
を
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
禅
閤
は
涙
を
流
し
て
「
年

来
、
我
が
子
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
疑
っ
て
い
た
が
、
今
、
我
が
子
で
あ
る
と
確
信

し
た
」
と
言
っ
た
。

「
得
選(

)

」
の
地
位
に
あ
る
高
階
基
章
の
妻
「
況
」
と
い
う
女
性
と
禅
閤
藤
原
忠

2

実
の
密
通
の
末
に
生
ま
れ
た
子(

頼
長
の
姉
妹)

が
居
た
と
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な

記
事
で
あ
る
。
以
後
、
こ
の
密
通
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
女
子
を
「
落
胤
」
と
呼
ぶ
。

貴
族
の
男
性
が
内
裏
内
の
女
官
の
も
と
に
通
う
こ
と
は
ま
ま
あ
っ
た
よ
う
で
、

『
看
聞
日
記
』
応
永
二
八(

一
四
二
一)

年
十
月
十
一
日
条
に

此
間
隆
盛
朝
臣
自
禁
・
仙
有
勅
勘
被
止
出
仕
、
仍
父
卿
令
勘
当
云
々
、
濫
傷

(

觴)

内
裏
得
選
蜜(

密)

通
、
一
両
人
生
子
了
、
及
度
々
間
厳
密
御
沙
汰
云
々

と
あ
る
。
当
時
二
四
歳
の
四
条
隆
盛
が
宮
中
の
「
得
選
」
と
密
通
し
子
を
二
人
な
し

て
い
る
こ
と
を
、
「
禁
」
＝
称
光
天
皇
、
「
仙
」
＝
後
小
松
上
皇
、
「
父
」
＝
四
条
隆

直
か
ら
咎
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
高
橋
昌
明
氏
は
こ
の
頼
長
の
姉
妹
で
あ
る
「
落
胤
」
こ
そ
、
重
盛
の
母
で

あ
る
「
基
章
女
」
そ
の
人
、
つ
ま
り
清
盛
の
妻
と
は
忠
実
の
落
胤
で
あ
っ
た
と
し
た

の
で
あ
る(

)

。
も
し
、
こ
れ
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
平
重
盛
は
白
河
上
皇
の
落
胤

3

で
あ
る
と
い
う
説
の
あ
る
平
清
盛
と
、
関
白
藤
原
忠
実
の
落
胤
の
可
能
性
が
あ
る
母

と
の
間
に
生
ま
れ
た
劇
的
な
男
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
れ
は

事
実
で
あ
ろ
う
か
?

「
落
胤
」
が
「
重
盛
母
」
と
同
一
人
物
か
ど
う
か
、
先
行
研
究
も
こ
れ
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
「
況
」
が
忠
実
と
密
通
を
し
て
娘
を
産
ん

だ
時
期
だ
が
、
高
橋
氏
は
保
安
元(

一
一
二
〇)

年
以
前
と
指
摘
し
て
い
る
。
忠
実
は

保
安
元
年
十
一
月
十
二
日(

)

、
白
河
院
に
よ
っ
て
文
書
内
覧
の
特
権
を
停
止
さ
れ
、

4

事
実
上
関
白
の
職
を
罷
免
さ
れ
て
、
そ
れ
以
降
、
宇
治
に
籠
居
し
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
基
章
の
妻
「
況
」
は
宮
中
の
御
厨
子
所
の
女
官
「
得
選
」
で
あ
っ
た

た
め
、
通
う
の
が
可
能
な
の
は
保
安
元
年
以
前(

厳
密
に
言
え
ば
保
安
二
年
出
産
の
可

能
性
も
ゼ
ロ
で
は
な
い)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
康
治
元
年(

一
一
四
二)

に
亡
く
な
っ

た
と
す
れ
ば
そ
の
と
き
二
二
歳
、
そ
れ
ま
で
に
清
盛
と
婚
姻
し
、
保
延
四(

一
一
三

八)

年
に
一
八
歳
で
重
盛
を
出
産
し
続
い
て
次
男
基
盛
等
を
出
産
し
て
も
年
齢
的
に
は

お
か
し
く
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
高
橋
氏
は
両
者
の
結
び
付
き
に
は
年
齢
的
な

無
理
が
な
い
と
し
、「
こ
の
女
性
が
重
盛
の
母
親
だ
と
い
う
推
定
に
は
、
相
当
以
上
の

可
能
性
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
れ
に
対
し
て
は
元
木
泰
雄
氏
の
批
判
が
あ
る
。『
台
記
』
に
は
「
彼
女
の

宮
仕
え
や
夫
の
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
筆
致
は
幼
女
の
死
去
を
示
唆

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
況
が
女
官
で
あ
っ
た
た
め
、
密
通

は
保
安
元
年
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
点
に
つ
い
て
も
、「
況
が
一
貫
し
て
女
官

で
あ
っ
た
か
否
か
も
不
明
で
、
娘
を
二
〇
歳
以
上
と
す
る
説
に
は
に
わ
か
に
は
賛
同

で
き
な
い
」
と
論
じ
て
い
る(

)

。
5

樋
口
健
太
郎
氏
は
、
基
本
的
に
は
元
木
氏
の
説
に
賛
意
を
示
し
、
さ
ら
に
、
況
の

娘
が
没
し
た
と
き
、
清
盛
は
従
四
位
下
肥
後
守
の
地
位
に
あ
っ
た
の
で
、「
彼
女
が
清

盛
の
妻
で
、
重
盛
の
母
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、『
台
記
』
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も

触
れ
て
い
な
い
の
は
、
不
自
然
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
主
張
し
た
。
清
盛
が
結

婚
し
た
の
は
、
頼
長
の
異
母
妹
で
あ
る
女
性
の
姉
妹
で
あ
る
別
の
女
性
で
あ
る
と
結

論
づ
け
ら
れ
て
い
る(

)

。
6
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以
上
、
重
盛
の
母
で
あ
る
「
基
章
女
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
系
図
の
如
く

①
「
況
」
が
産
ん
だ
忠
実
の
落
胤
女
性
〈
高
橋
説
〉

藤
原
忠
実

頼
長

「
落
胤
」
重
盛
母

平
重
盛

況

②
「
落
胤
」
と
は
別
の
高
階
基
章
の
女(

娘)

〈
元
木
説
・
樋
口
説
〉

藤
原
忠
実

頼
長

「
落
胤
」

況(

重
盛
母

平
重
盛)

高
階
基
章

(

重
盛
母

平
重
盛)

女

と
い
う
二
説
が
先
行
研
究
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

２２

密密
通通
のの
時時
期期
・・
・・
・・
「「
往往
年年
」」

②
説
と
一
括
り
に
し
た
も
の
の
、
元
木
・
樋
口
両
氏
に
は
微
妙
な
違
い
が
あ
る
。

元
木
氏
は
前
掲
『
台
記
』
の
記
述
を
「
幼
女
の
死
去
を
示
唆
す
る
」
よ
う
に
思
わ
れ

る
と
し
、
樋
口
氏
は
「
娘
が
幼
女
で
あ
っ
た
か
成
人
し
て
い
た
か
と
い
う
点
は
と
も

あ
れ
」
と
慎
重
に
保
留
を
し
つ
つ
「
清
盛
の
妻
が
忠
実
の
落
胤
そ
の
も
の
で
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
忠
実
に
愛
さ
れ
た
況
の
娘
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
」
と
し
て
い
る
。

ま
ず
、
元
木
氏
は
「
幼
女
の
死
去
を
示
唆
す
る
」
と
『
台
記
』
記
述
に
つ
い
て
指

摘
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、「
落
胤
」
に
つ
い
て
地
位
や
夫
に
つ
い
て
何
も
触
れ
て
い

な
い
の
は
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
を
書
く
べ
き
地
位
や
夫
が
い
な
い
と
い
う
状
況
と
理

解
し
、
そ
こ
か
ら
「
幼
女
」
と
い
う
示
唆
を
読
み
取
る
こ
と
は
出
来
る
。
た
だ
、
記

述
に
つ
い
て
い
う
の
で
あ
れ
ば
「
往
年
禪
閤
密
通
之
時
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
も

注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
往
年
」
と
は
、
辞
書
的
に
は
「
過
ぎ
去
っ
た
年
。
む

か
し
。
先
年
。」(

小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』)

と
い
う
こ
と
だ
が
、
記
録
さ
れ
た

時
点
か
ら
ど
れ
く
ら
い
の
「
む
か
し
」
な
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
古
記

録
で
の
「
往
年
」
用
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

(

ア)

『
中
右
記
』
寛
治
七(

一
〇
九
三)

年
正
月
十
九
日
条
に
は
「
陽
明
門
・
二
条
院
、
院

号
之
前
往
年
有
御
出
家
」
と
あ
る
。
陽
明
門
院
と
二
条
院
は
院
号
宣
下
の
前
「
往

年
」
に
出
家
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
二
人
の
女
院
が
、
院
号
宣
下
の
何
年
前

に
出
家
し
て
い
た
か
を
記
録
で
確
認
し
て
み
る
。

陽
明
院(

禎
子
内
親
王)

寛
徳
二(

一
〇
四
五)

年
出
家

治
暦
五(

一
〇
六
九)

年
院
号
宣
下

→
二
四
年
前

二
条
院(

章
子
内
親
王
）

延
久
元(

一
〇
六
九)

年

落
飾

延
久
六(

一
〇
七
四)

年

院
号
宣
下
→
五
年
前
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と
い
う
者
が
い
た
。
以
前
、
禅
閤(

藤
原
忠
実)

が
彼
女
と
密
通
し
て
い
た
時
に
は
夫
が
あ

っ
た
。(

夫
の)

名
は
基
章
、
字
は
高
蔵
人
と
い
う(

先
年
私
に
仕
え
て
い
た
者
で
あ
る)

。

況
は
娘
を
産
み
、
禅
閤
の
子
で
あ
る
と
言
っ
た
。
禅
閤
は(

真
偽
を)

争
わ
ず
子
と
し
て
養

っ
て
い
た
が
、
な
お
自
分
の
子
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
疑
っ
て
い
た
。
翌
日(

私
が)

宇
治
に
行
き
北
斗
拝
を
や
め
た
こ
と
を
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
禅
閤
は
涙
を
流
し
て
「
年

来
、
我
が
子
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
疑
っ
て
い
た
が
、
今
、
我
が
子
で
あ
る
と
確
信

し
た
」
と
言
っ
た
。

「
得
選(

)

」
の
地
位
に
あ
る
高
階
基
章
の
妻
「
況
」
と
い
う
女
性
と
禅
閤
藤
原
忠

2

実
の
密
通
の
末
に
生
ま
れ
た
子(

頼
長
の
姉
妹)

が
居
た
と
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な

記
事
で
あ
る
。
以
後
、
こ
の
密
通
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
女
子
を
「
落
胤
」
と
呼
ぶ
。

貴
族
の
男
性
が
内
裏
内
の
女
官
の
も
と
に
通
う
こ
と
は
ま
ま
あ
っ
た
よ
う
で
、

『
看
聞
日
記
』
応
永
二
八(

一
四
二
一)

年
十
月
十
一
日
条
に

此
間
隆
盛
朝
臣
自
禁
・
仙
有
勅
勘
被
止
出
仕
、
仍
父
卿
令
勘
当
云
々
、
濫
傷

(

觴)

内
裏
得
選
蜜(

密)

通
、
一
両
人
生
子
了
、
及
度
々
間
厳
密
御
沙
汰
云
々

と
あ
る
。
当
時
二
四
歳
の
四
条
隆
盛
が
宮
中
の
「
得
選
」
と
密
通
し
子
を
二
人
な
し

て
い
る
こ
と
を
、
「
禁
」
＝
称
光
天
皇
、
「
仙
」
＝
後
小
松
上
皇
、
「
父
」
＝
四
条
隆

直
か
ら
咎
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
高
橋
昌
明
氏
は
こ
の
頼
長
の
姉
妹
で
あ
る
「
落
胤
」
こ
そ
、
重
盛
の
母
で

あ
る
「
基
章
女
」
そ
の
人
、
つ
ま
り
清
盛
の
妻
と
は
忠
実
の
落
胤
で
あ
っ
た
と
し
た

の
で
あ
る(

)

。
も
し
、
こ
れ
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
平
重
盛
は
白
河
上
皇
の
落
胤

3

で
あ
る
と
い
う
説
の
あ
る
平
清
盛
と
、
関
白
藤
原
忠
実
の
落
胤
の
可
能
性
が
あ
る
母

と
の
間
に
生
ま
れ
た
劇
的
な
男
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
れ
は

事
実
で
あ
ろ
う
か
?

「
落
胤
」
が
「
重
盛
母
」
と
同
一
人
物
か
ど
う
か
、
先
行
研
究
も
こ
れ
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
「
況
」
が
忠
実
と
密
通
を
し
て
娘
を
産
ん

だ
時
期
だ
が
、
高
橋
氏
は
保
安
元(

一
一
二
〇)

年
以
前
と
指
摘
し
て
い
る
。
忠
実
は

保
安
元
年
十
一
月
十
二
日(

)

、
白
河
院
に
よ
っ
て
文
書
内
覧
の
特
権
を
停
止
さ
れ
、

4

事
実
上
関
白
の
職
を
罷
免
さ
れ
て
、
そ
れ
以
降
、
宇
治
に
籠
居
し
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
基
章
の
妻
「
況
」
は
宮
中
の
御
厨
子
所
の
女
官
「
得
選
」
で
あ
っ
た

た
め
、
通
う
の
が
可
能
な
の
は
保
安
元
年
以
前(

厳
密
に
言
え
ば
保
安
二
年
出
産
の
可

能
性
も
ゼ
ロ
で
は
な
い)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
康
治
元
年(

一
一
四
二)

に
亡
く
な
っ

た
と
す
れ
ば
そ
の
と
き
二
二
歳
、
そ
れ
ま
で
に
清
盛
と
婚
姻
し
、
保
延
四(

一
一
三

八)

年
に
一
八
歳
で
重
盛
を
出
産
し
続
い
て
次
男
基
盛
等
を
出
産
し
て
も
年
齢
的
に
は

お
か
し
く
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
高
橋
氏
は
両
者
の
結
び
付
き
に
は
年
齢
的
な

無
理
が
な
い
と
し
、「
こ
の
女
性
が
重
盛
の
母
親
だ
と
い
う
推
定
に
は
、
相
当
以
上
の

可
能
性
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
れ
に
対
し
て
は
元
木
泰
雄
氏
の
批
判
が
あ
る
。『
台
記
』
に
は
「
彼
女
の

宮
仕
え
や
夫
の
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
筆
致
は
幼
女
の
死
去
を
示
唆

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
況
が
女
官
で
あ
っ
た
た
め
、
密
通

は
保
安
元
年
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
点
に
つ
い
て
も
、「
況
が
一
貫
し
て
女
官

で
あ
っ
た
か
否
か
も
不
明
で
、
娘
を
二
〇
歳
以
上
と
す
る
説
に
は
に
わ
か
に
は
賛
同

で
き
な
い
」
と
論
じ
て
い
る(

)

。
5

樋
口
健
太
郎
氏
は
、
基
本
的
に
は
元
木
氏
の
説
に
賛
意
を
示
し
、
さ
ら
に
、
況
の

娘
が
没
し
た
と
き
、
清
盛
は
従
四
位
下
肥
後
守
の
地
位
に
あ
っ
た
の
で
、「
彼
女
が
清

盛
の
妻
で
、
重
盛
の
母
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、『
台
記
』
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も

触
れ
て
い
な
い
の
は
、
不
自
然
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
主
張
し
た
。
清
盛
が
結

婚
し
た
の
は
、
頼
長
の
異
母
妹
で
あ
る
女
性
の
姉
妹
で
あ
る
別
の
女
性
で
あ
る
と
結

論
づ
け
ら
れ
て
い
る(

)

。
6
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以
上
、
重
盛
の
母
で
あ
る
「
基
章
女
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
系
図
の
如
く

①
「
況
」
が
産
ん
だ
忠
実
の
落
胤
女
性
〈
高
橋
説
〉

藤
原
忠
実

頼
長

「
落
胤
」
重
盛
母

平
重
盛

況

②
「
落
胤
」
と
は
別
の
高
階
基
章
の
女(
娘)
〈
元
木
説
・
樋
口
説
〉

藤
原
忠
実

頼
長

「
落
胤
」

況(

重
盛
母

平
重
盛)

高
階
基
章

(

重
盛
母

平
重
盛)

女

と
い
う
二
説
が
先
行
研
究
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

２２

密密
通通
のの
時時
期期
・・
・・
・・
「「
往往
年年
」」

②
説
と
一
括
り
に
し
た
も
の
の
、
元
木
・
樋
口
両
氏
に
は
微
妙
な
違
い
が
あ
る
。

元
木
氏
は
前
掲
『
台
記
』
の
記
述
を
「
幼
女
の
死
去
を
示
唆
す
る
」
よ
う
に
思
わ
れ

る
と
し
、
樋
口
氏
は
「
娘
が
幼
女
で
あ
っ
た
か
成
人
し
て
い
た
か
と
い
う
点
は
と
も

あ
れ
」
と
慎
重
に
保
留
を
し
つ
つ
「
清
盛
の
妻
が
忠
実
の
落
胤
そ
の
も
の
で
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
忠
実
に
愛
さ
れ
た
況
の
娘
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
」
と
し
て
い
る
。

ま
ず
、
元
木
氏
は
「
幼
女
の
死
去
を
示
唆
す
る
」
と
『
台
記
』
記
述
に
つ
い
て
指

摘
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、「
落
胤
」
に
つ
い
て
地
位
や
夫
に
つ
い
て
何
も
触
れ
て
い

な
い
の
は
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
を
書
く
べ
き
地
位
や
夫
が
い
な
い
と
い
う
状
況
と
理

解
し
、
そ
こ
か
ら
「
幼
女
」
と
い
う
示
唆
を
読
み
取
る
こ
と
は
出
来
る
。
た
だ
、
記

述
に
つ
い
て
い
う
の
で
あ
れ
ば
「
往
年
禪
閤
密
通
之
時
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
も

注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
往
年
」
と
は
、
辞
書
的
に
は
「
過
ぎ
去
っ
た
年
。
む

か
し
。
先
年
。」(

小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』)

と
い
う
こ
と
だ
が
、
記
録
さ
れ
た

時
点
か
ら
ど
れ
く
ら
い
の
「
む
か
し
」
な
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
古
記

録
で
の
「
往
年
」
用
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

(

ア)

『
中
右
記
』
寛
治
七(

一
〇
九
三)

年
正
月
十
九
日
条
に
は
「
陽
明
門
・
二
条
院
、
院

号
之
前
往
年
有
御
出
家
」
と
あ
る
。
陽
明
門
院
と
二
条
院
は
院
号
宣
下
の
前
「
往

年
」
に
出
家
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
二
人
の
女
院
が
、
院
号
宣
下
の
何
年
前

に
出
家
し
て
い
た
か
を
記
録
で
確
認
し
て
み
る
。

陽
明
院(

禎
子
内
親
王)

寛
徳
二(

一
〇
四
五)

年
出
家

治
暦
五(

一
〇
六
九)

年
院
号
宣
下

→
二
四
年
前

二
条
院(
章
子
内
親
王
）

延
久
元(

一
〇
六
九)

年

落
飾

延
久
六(

一
〇
七
四)

年

院
号
宣
下
→
五
年
前

（ 51 ）
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則
ち
、
五
年
前
も
二
四
年
前
も
「
往
年
」
と
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

(

イ)

『
中
右
記
』
嘉
保
二(

一
〇
九
六)

年
四
月
廿
四
日
条
に
は
「
聞
此
卯
時
許
蔵
人
兵
部

大
輔
兼
木
工
頭
藤
通
輔
卒
去(

年
卅
六)

之
由
、
通
輔
者
左
京
大
夫
公
房
一
男
也
、
母

故
通
任
之
女
、
往
年
父
卿
辞
相
公
申
補
五
位
蔵
人
」
と
あ
る
。
藤
原
通
輔
の
死
亡
記

事
だ
が
、
そ
の
経
歴
に
「
往
年
父
卿
辞
相
公
申
補
五
位
蔵
人
」
と
あ
る
。
父
で
あ
る

藤
原
公
房
が
参
議
を
辞
任
す
る
代
わ
り
に
通
輔
を
蔵
人
頭
に
任
じ
た
の
は
「
往
年
」

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
記
録
を
確
認
す
る
と
、『
公
卿
補
任
』
寛
治
五(

一
〇
九
一)

年

「
参
議
藤
公
房
」
の
項
に
「
八
月
日
辞
三
木
、
以
男
通
輔
申
補
五
位
蔵
人
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
五
年
前
を
往
年
と
観
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

ウ)

『
中
右
記
』

承
徳
二(

一
〇
九
八)

年
八
月
廿
四
日
条
に
は
「
顕
季
朝
臣
二
男
家
保
、

往
年
十
三
補
侍
中
、
希
有
例
也
」
と
あ
る
。
藤
原
家
保
が
「
侍
中
」
す
な
わ
ち
蔵
人

に
任
じ
ら
れ
た
の
が
「
往
年
」
と
い
う
こ
と
な
る
。
記
録
を
調
べ
て
み
る
と
、『
公
卿

補
任
』
長
承
元
五(

一
一
三
三)

年
「
非
参
議
藤
家
保
」
の
項
に
「
同(

寛
治)

八
年

(

略)

六
月
十
五

補
蔵
人
」
と
あ
る
。

こ
の
場
合
の
「
往
年
」
は
、
三
五
年
前
の
こ

と
で
あ
る
。

(

エ)

『
山
槐
記
除
目
分
類
』
安
元
三(

一
一
七
七)

年
正
月
廿
四
日
条
に
は
「
往
年
問
申
九

条
大
相
国
、
被
答
曰
、
有
両
説
」
と
あ
る
。「
往
年
」
あ
る
公
事
に
つ
い
て
九
条
大
相

国
＝
藤
原
伊
通
に
質
問
を
し
た
と
き
の
回
想
で
あ
る
。
記
録
を
調
べ
て
み
る
と
、

『
公
卿
補
任
』
長
寛
三(

一
一
六
五)

年
「
太
政
大
臣
藤
伊
通
」
の
項
に
「
二
月
三
日

依
病
上
表
辞
職

同
十
一
日
出
家

十
五
日
薨
」
と
あ
る
。
こ
の
質
問
は
、
長
寛
三

年
以
前
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、

こ
の
場
合
の
「
往
年
」
は
、
一
二
年
以
上

前
の
こ
と
で
あ
る
。

(

オ)

『
山
槐
記
』
元
暦
元(

一
一
八
四)

年
八
月
十
一
日
条
に
は
「
法
成
寺
塔
、
此
左
大
弁

為
隆
往
年
為
遠
江
守
之
時
、
任
遠
江
所
造
営
也
」
と
あ
る
。
藤
原
為
隆
が
遠
江
守
で

あ
っ
た
時
が
「
往
年
」
で
あ
る
と
い
う
。
記
録
を
調
べ
て
み
る
と
、『
公
卿
補
任
』
保

安
三(

一
一
二
二)

年
「
参
議
藤
為
隆
」
の
項
に
「
元
永
二
正
十
八
兼
遠
江
守
」
・
「
保

安
二
十
二
十
五
辞
遠
江
守
」
と
あ
る
。
為
隆
は
元
永
二
年
＝
一
一
一
九
年
に
遠
江
守

に
任
じ
ら
れ
、
保
安
二
年
＝
一
一
二
一
年
に
辞
任
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
往

年
」
は
、
六
三
年
以
上
前
の
こ
と
で
あ
る
。

煩
雑
に
な
る
の
で
用
例
の
検
討
は
五
例
に
留
め
る
が
、「
往
年
」
に
つ
い
て
、
五
年

か
ら
六
〇
年
前
を
指
す
事
が
確
認
で
き
た
。

で
は
、
二
、
三
年
前
は
「
往
年
」
と
観
念
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
『
中
右
記
』
嘉

保
二(

一
〇
九
五)

年
三
月
十
二
日
条
の
「
石
清
水
行
幸
点
地
」
の
記
事
の
な
か
に
、

「
往
年
被
用
山
埼
路
、
従
院
中
程
被
用
淀
路
也
、
当
時
最
前
已
被
用
淀
路
了
」
と
い

う
記
述
が
あ
る
。
行
幸
の
ル
ー
ト
が
「
往
年
」
＝
山
崎
経
由
、「
当
時
最
前
」
＝
淀
経

由
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
同
記
の
同
年
三
月
五
日
条
に
「
行
幸
浮

橋
先
例
偏
被
用
山
埼
、
而
従
院
中
程
被
用
淀
津
、
当
時
初
行
幸
又
被
用
淀
」
と
あ
る
。

「
当
時
」
＝
堀
河
天
皇
の
初
度
の
石
清
水
行
幸
は
「
初
有
行
幸
石
清
水
」(

『
中
右

記
』
寛
治
二
年
三
月
九
日
条)

と
あ
る
よ
う
に
、
寛
治
二(

一
〇
八
八)

年
の
こ
と
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
七
年
前
の
こ
と
は
「
往
年
」
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
「
往
年
」
と
は
、
こ
こ
二
、
三
年
と
い
う
最
近
の
過
去
を
通
常
は
指
す
言

葉
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。

言
葉
の
使
用
に
法
的
規
制
が
有
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
厳
密
に
使
い
分
け
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
が
、
「
往
年
」
と
は
「
当
時
」(

＝
現
在)

と
あ
る
程
度
の
時
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間
的
感
覚
を
以
て
隔
て
ら
れ
る
過
去
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
用
例
を

検
討
す
る
と
、「
往
年
」
と
は
二
三
年
の
過
去
で
は
な
く
。
用
例
の
検
討
か
ら
も
短
く

て
も
五
年
程
度
の
時
間
的
経
過
を
経
た
過
去
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

以
上
、
「
往
年
」
と
い
う
言
葉
の
用
例
の
検
討
か
ら
、
禅
閤
藤
原
忠
実
が
「
況
」
と

密
通
し
て
い
た
の
は
五
年
ほ
ど
以
上
前
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
い
う
こ
と
は

「
落
胤
」
は
五
歳
以
上
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
と
な
る
。

３３

「「
重重
盛盛
母母
」」
＝＝
「「
落落
胤胤
」」
のの
可可
能能
性性

【
第
一
表
】

関
係
者
年
齢
表

西
暦

事
項

重
盛
母

落
胤

況

忠
実

一
〇
九
八

況

誕
生

？
0

20

一
一
一
八

重
盛
母
誕
生

？

？

0

20

40

一
一
三
七

落
胤
誕
生

？

？

0

39

59

一
一
三
八

重
盛
誕
生

？

？

20

40

60

一
一
四
二

落
胤
死
去

？

？

5

44

64

さ
て
、
②
樋
口
説
で
は
、
況
は
「
落
胤
」
と
「
重
盛
母
の
二
人
を
産
ん
だ
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
あ
く
ま
で
仮
定
に
基
づ
く
推
論
で
は
あ
る
が
、
況
の
出
産
年
齢
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
（
非
常
に
乱
暴
な
仮
定
で
は
あ
る
が
女
性
の
出
産
年
齢
を
便
宜

的
に
二
〇
歳
と
仮
定
す
る
）
。

一
一
三
八
年
に
「
重
盛
母
」
が
二
〇
歳
で
重
盛
を
出

産
し
た
と
仮
定
す
る
と
、「
重
盛
母
」
の
生
ま
れ
は
そ
の
二
〇
年
前
の
一
一
一
八
年
と

な
る
。
さ
ら
に
「
況
」
が
「
重
盛
母
」
を
産
ん
だ
の
を
一
一
一
八
年
＝
二
〇
歳
の
時

と
仮
定
す
る
と
、
「
況
」
自
身
の
誕
生
は
一
〇
九
八
年
頃
と
な
る
。
②
元
木
説
で
は

「
落
胤
」
は
「
幼
女
」
で
死
亡
し
た
推
定
し
て
い
る
の
で
、
仮
に
五
歳
で
死
亡
し
た

と
仮
定
す
る
と
「
落
胤
」
の
誕
生
は
一
一
四
二
年
の
『
台
記
』
の
死
亡
記
事
の
五
年

前
、
つ
ま
り
一
一
三
七
年
頃
と
な
る
。
仮
定
に
仮
定
を
重
ね
た
計
算
で
は
あ
る
が
、

そ
の
と
き
「
況
」
は
三
九
歳
と
な
る
。
ま
っ
た
く
あ
り
得
な
い
か
と
い
う
と
、
可
能

性
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
五
九
歳
の
宇
治
に
滞
在
中
の
忠
実
が
、
三
九
歳
の

宮
中
の
人
妻
の
所
に
通
い
、
子
を
な
す
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
想
定
し
づ
ら
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?

一
一
四
二
年
に
生
ま
れ
た
落
胤
が
五
歳
の
「
幼
女
」
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、

「
況
」
は
そ
の
と
き
約
四
〇
歳
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
当
時
と
し
て
は
あ
ま
り
考
え

ら
れ
な
い
年
齢
と
な
る
。「
況
」
が
二
〇
歳
代
で
「
落
胤
」
を
出
産
し
た
と
す
る
と
、

一
一
一
八
年
に
「
重
盛
母
」
を
産
む
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
樋
口
説
の
よ
う
に
、

「
況
」
が
「
重
盛
母
」
の
両
方
を
産
ん
だ
母
親
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
極
め
て
低

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

も
っ
と
も
、
こ
の
「
二
〇
歳
で
出
産
」
と
い
う
仮
定
を
「
一
五
歳
で
出
産
」
と
い

う
仮
定
に
変
え
て
計
算
す
る
と
、「
況
」
が
「
落
胤
」
出
産
時
は
三
一
歳
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
可
能
性
は
高
ま
っ
て
く
る
。

第
二
表

皇
室
女
性
の
初
産
年
齢

人

物

初
産
の
子

初
産
年
齢

待
賢
門
院

顕
仁
親
王(

崇
徳)

一
九
歳

源

懿
子

守
仁
親
王(

二
条)

二
八
歳

美
福
門
院

叡
子
内
親
王

一
九
歳

建
春
門
院

憲
仁
親
王(

高
倉)

二
〇
歳

建
礼
門
院

言
仁
親
王(

安
徳)

二
三
歳

七
条
院

守
仁
親
王

二
二
歳

宜
秋
門
院

昇
子
内
親
王

二
二
歳
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則
ち
、
五
年
前
も
二
四
年
前
も
「
往
年
」
と
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

(

イ)

『
中
右
記
』
嘉
保
二(

一
〇
九
六)

年
四
月
廿
四
日
条
に
は
「
聞
此
卯
時
許
蔵
人
兵
部

大
輔
兼
木
工
頭
藤
通
輔
卒
去(

年
卅
六)

之
由
、
通
輔
者
左
京
大
夫
公
房
一
男
也
、
母

故
通
任
之
女
、
往
年
父
卿
辞
相
公
申
補
五
位
蔵
人
」
と
あ
る
。
藤
原
通
輔
の
死
亡
記

事
だ
が
、
そ
の
経
歴
に
「
往
年
父
卿
辞
相
公
申
補
五
位
蔵
人
」
と
あ
る
。
父
で
あ
る

藤
原
公
房
が
参
議
を
辞
任
す
る
代
わ
り
に
通
輔
を
蔵
人
頭
に
任
じ
た
の
は
「
往
年
」

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
記
録
を
確
認
す
る
と
、『
公
卿
補
任
』
寛
治
五(

一
〇
九
一)

年

「
参
議
藤
公
房
」
の
項
に
「
八
月
日
辞
三
木
、
以
男
通
輔
申
補
五
位
蔵
人
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
五
年
前
を
往
年
と
観
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

ウ)

『
中
右
記
』

承
徳
二(

一
〇
九
八)

年
八
月
廿
四
日
条
に
は
「
顕
季
朝
臣
二
男
家
保
、

往
年
十
三
補
侍
中
、
希
有
例
也
」
と
あ
る
。
藤
原
家
保
が
「
侍
中
」
す
な
わ
ち
蔵
人

に
任
じ
ら
れ
た
の
が
「
往
年
」
と
い
う
こ
と
な
る
。
記
録
を
調
べ
て
み
る
と
、『
公
卿

補
任
』
長
承
元
五(

一
一
三
三)

年
「
非
参
議
藤
家
保
」
の
項
に
「
同(

寛
治)

八
年

(

略)

六
月
十
五

補
蔵
人
」
と
あ
る
。

こ
の
場
合
の
「
往
年
」
は
、
三
五
年
前
の
こ

と
で
あ
る
。

(

エ)

『
山
槐
記
除
目
分
類
』
安
元
三(

一
一
七
七)

年
正
月
廿
四
日
条
に
は
「
往
年
問
申
九

条
大
相
国
、
被
答
曰
、
有
両
説
」
と
あ
る
。「
往
年
」
あ
る
公
事
に
つ
い
て
九
条
大
相

国
＝
藤
原
伊
通
に
質
問
を
し
た
と
き
の
回
想
で
あ
る
。
記
録
を
調
べ
て
み
る
と
、

『
公
卿
補
任
』
長
寛
三(

一
一
六
五)

年
「
太
政
大
臣
藤
伊
通
」
の
項
に
「
二
月
三
日

依
病
上
表
辞
職

同
十
一
日
出
家

十
五
日
薨
」
と
あ
る
。
こ
の
質
問
は
、
長
寛
三

年
以
前
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、

こ
の
場
合
の
「
往
年
」
は
、
一
二
年
以
上

前
の
こ
と
で
あ
る
。

(

オ)

『
山
槐
記
』
元
暦
元(

一
一
八
四)

年
八
月
十
一
日
条
に
は
「
法
成
寺
塔
、
此
左
大
弁

為
隆
往
年
為
遠
江
守
之
時
、
任
遠
江
所
造
営
也
」
と
あ
る
。
藤
原
為
隆
が
遠
江
守
で

あ
っ
た
時
が
「
往
年
」
で
あ
る
と
い
う
。
記
録
を
調
べ
て
み
る
と
、『
公
卿
補
任
』
保

安
三(

一
一
二
二)

年
「
参
議
藤
為
隆
」
の
項
に
「
元
永
二
正
十
八
兼
遠
江
守
」
・
「
保

安
二
十
二
十
五
辞
遠
江
守
」
と
あ
る
。
為
隆
は
元
永
二
年
＝
一
一
一
九
年
に
遠
江
守

に
任
じ
ら
れ
、
保
安
二
年
＝
一
一
二
一
年
に
辞
任
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
往

年
」
は
、
六
三
年
以
上
前
の
こ
と
で
あ
る
。

煩
雑
に
な
る
の
で
用
例
の
検
討
は
五
例
に
留
め
る
が
、「
往
年
」
に
つ
い
て
、
五
年

か
ら
六
〇
年
前
を
指
す
事
が
確
認
で
き
た
。

で
は
、
二
、
三
年
前
は
「
往
年
」
と
観
念
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
『
中
右
記
』
嘉

保
二(

一
〇
九
五)

年
三
月
十
二
日
条
の
「
石
清
水
行
幸
点
地
」
の
記
事
の
な
か
に
、

「
往
年
被
用
山
埼
路
、
従
院
中
程
被
用
淀
路
也
、
当
時
最
前
已
被
用
淀
路
了
」
と
い

う
記
述
が
あ
る
。
行
幸
の
ル
ー
ト
が
「
往
年
」
＝
山
崎
経
由
、「
当
時
最
前
」
＝
淀
経

由
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
同
記
の
同
年
三
月
五
日
条
に
「
行
幸
浮

橋
先
例
偏
被
用
山
埼
、
而
従
院
中
程
被
用
淀
津
、
当
時
初
行
幸
又
被
用
淀
」
と
あ
る
。

「
当
時
」
＝
堀
河
天
皇
の
初
度
の
石
清
水
行
幸
は
「
初
有
行
幸
石
清
水
」(

『
中
右

記
』
寛
治
二
年
三
月
九
日
条)

と
あ
る
よ
う
に
、
寛
治
二(

一
〇
八
八)

年
の
こ
と
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
七
年
前
の
こ
と
は
「
往
年
」
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
「
往
年
」
と
は
、
こ
こ
二
、
三
年
と
い
う
最
近
の
過
去
を
通
常
は
指
す
言

葉
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。

言
葉
の
使
用
に
法
的
規
制
が
有
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
厳
密
に
使
い
分
け
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
が
、
「
往
年
」
と
は
「
当
時
」(

＝
現
在)

と
あ
る
程
度
の
時
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間
的
感
覚
を
以
て
隔
て
ら
れ
る
過
去
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
用
例
を

検
討
す
る
と
、「
往
年
」
と
は
二
三
年
の
過
去
で
は
な
く
。
用
例
の
検
討
か
ら
も
短
く

て
も
五
年
程
度
の
時
間
的
経
過
を
経
た
過
去
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

以
上
、
「
往
年
」
と
い
う
言
葉
の
用
例
の
検
討
か
ら
、
禅
閤
藤
原
忠
実
が
「
況
」
と

密
通
し
て
い
た
の
は
五
年
ほ
ど
以
上
前
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
い
う
こ
と
は

「
落
胤
」
は
五
歳
以
上
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
と
な
る
。

３３

「「
重重
盛盛
母母
」」
＝＝
「「
落落
胤胤
」」
のの
可可
能能
性性

【
第
一
表
】

関
係
者
年
齢
表

西
暦

事
項

重
盛
母

落
胤

況

忠
実

一
〇
九
八

況

誕
生

？
0

20

一
一
一
八

重
盛
母
誕
生

？

？

0

20

40

一
一
三
七

落
胤
誕
生

？

？

0

39

59

一
一
三
八

重
盛
誕
生

？

？

20

40

60

一
一
四
二

落
胤
死
去

？

？

5

44

64

さ
て
、
②
樋
口
説
で
は
、
況
は
「
落
胤
」
と
「
重
盛
母
の
二
人
を
産
ん
だ
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
あ
く
ま
で
仮
定
に
基
づ
く
推
論
で
は
あ
る
が
、
況
の
出
産
年
齢
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
（
非
常
に
乱
暴
な
仮
定
で
は
あ
る
が
女
性
の
出
産
年
齢
を
便
宜

的
に
二
〇
歳
と
仮
定
す
る
）
。

一
一
三
八
年
に
「
重
盛
母
」
が
二
〇
歳
で
重
盛
を
出

産
し
た
と
仮
定
す
る
と
、「
重
盛
母
」
の
生
ま
れ
は
そ
の
二
〇
年
前
の
一
一
一
八
年
と

な
る
。
さ
ら
に
「
況
」
が
「
重
盛
母
」
を
産
ん
だ
の
を
一
一
一
八
年
＝
二
〇
歳
の
時

と
仮
定
す
る
と
、
「
況
」
自
身
の
誕
生
は
一
〇
九
八
年
頃
と
な
る
。
②
元
木
説
で
は

「
落
胤
」
は
「
幼
女
」
で
死
亡
し
た
推
定
し
て
い
る
の
で
、
仮
に
五
歳
で
死
亡
し
た

と
仮
定
す
る
と
「
落
胤
」
の
誕
生
は
一
一
四
二
年
の
『
台
記
』
の
死
亡
記
事
の
五
年

前
、
つ
ま
り
一
一
三
七
年
頃
と
な
る
。
仮
定
に
仮
定
を
重
ね
た
計
算
で
は
あ
る
が
、

そ
の
と
き
「
況
」
は
三
九
歳
と
な
る
。
ま
っ
た
く
あ
り
得
な
い
か
と
い
う
と
、
可
能

性
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
五
九
歳
の
宇
治
に
滞
在
中
の
忠
実
が
、
三
九
歳
の

宮
中
の
人
妻
の
所
に
通
い
、
子
を
な
す
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
想
定
し
づ
ら
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?

一
一
四
二
年
に
生
ま
れ
た
落
胤
が
五
歳
の
「
幼
女
」
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、

「
況
」
は
そ
の
と
き
約
四
〇
歳
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
当
時
と
し
て
は
あ
ま
り
考
え

ら
れ
な
い
年
齢
と
な
る
。「
況
」
が
二
〇
歳
代
で
「
落
胤
」
を
出
産
し
た
と
す
る
と
、

一
一
一
八
年
に
「
重
盛
母
」
を
産
む
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
樋
口
説
の
よ
う
に
、

「
況
」
が
「
重
盛
母
」
の
両
方
を
産
ん
だ
母
親
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
極
め
て
低

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

も
っ
と
も
、
こ
の
「
二
〇
歳
で
出
産
」
と
い
う
仮
定
を
「
一
五
歳
で
出
産
」
と
い

う
仮
定
に
変
え
て
計
算
す
る
と
、「
況
」
が
「
落
胤
」
出
産
時
は
三
一
歳
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
可
能
性
は
高
ま
っ
て
く
る
。

第
二
表

皇
室
女
性
の
初
産
年
齢

人

物

初
産
の
子

初
産
年
齢

待
賢
門
院

顕
仁
親
王(

崇
徳)

一
九
歳

源

懿
子

守
仁
親
王(

二
条)

二
八
歳

美
福
門
院

叡
子
内
親
王

一
九
歳

建
春
門
院

憲
仁
親
王(

高
倉)

二
〇
歳

建
礼
門
院

言
仁
親
王(

安
徳)

二
三
歳

七
条
院

守
仁
親
王

二
二
歳

宜
秋
門
院

昇
子
内
親
王

二
二
歳
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た
だ
し
、
当
時
の
皇
妃
の
初
産
年
齢
を
調
べ
て
み
る
と
二
〇
歳
前
後
が
ほ
と
ん
ど
で
、

一
五
歳
と
い
う
例
は
当
該
期
に
は
見
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
皇
妃
と
貴
族
層
の
女

性
の
初
産
年
齢
が
同
じ
程
度
で
あ
っ
た
か
は
、
皇
室
の
特
殊
性
な
ど
を
考
え
る
と
即

断
は
出
来
な
い
が
、
逆
に
全
く
二
〇
歳
前
後
か
ら
か
け
離
れ
て
い
た
と
す
る
積
極
的

根
拠
も
ま
た
全
く
な
い
。
で
あ
る
な
ら
ば
、「
況
」
や
「
重
歳
盛
母
」
の
出
産
年
齢
に

関
す
る
仮
定
を
二
〇
歳
と
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
、
妥
当
性
を
欠
く
訳
で
は
な
い

も
の
と
考
え
る
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

次
に
、
①
説
「
落
胤
」
が
「
重
盛
母
」
の
母
だ
と
す
る
高
橋
説
の
妥
当
性
を
考
え

て
み
よ
う
。

高
橋
氏
の
主
張
を
引
用
し
て
お
く
。

忠
実
が
「
年
来
わ
が
子
や
否
や
を
疑
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
密
通
事
件

は
だ
い
ぶ
昔
の
話
だ
っ
た
よ
う
だ
。
ラ
ッ
キ
ー
な
こ
と
に
、
忠
実
は
保
安
元(

一
一
二
〇)

年
一
一
月
白
河
法
皇
の
逆
鱗
に
ふ
れ
、
翌
年
正
月
関
白
を
辞
し
、
宇
治
で
の
長
い
逼
塞
生

活
に
入
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
謹
慎
中
に
御
厨
子
所
の
女
官
と
密
通
に
及
ぶ
、
と
い

う
離
れ
業
を
演
ず
る
の
も
絶
無
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
白
河
院
が
亡
く
な
っ
た
後

も
、
ま
だ
「
前
関
白
住
京
の
件
、
然
る
べ
か
ら
ず
」(

『
長
秋
記
』
大
治
五
年
正
月
二
〇
日

条)

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
常
識
的
に
い
っ
て
、
事
件
は
保
安
元
年
以
前
に
起
こ
っ
た

と
考
え
て
よ
い
。

と
な
る
と
、
頓
長
の
異
母
姉
妹
で
あ
る
況
の
娘
は
、
重
盛
の
生
ま
れ
た
保
延
四(

一
一
三

八)

年
に
は
、
い
ち
ば
ん
若
く
て
一
九
歳
、
そ
の
時
清
盛
は
二
一
歳
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の

結
び
つ
き
に
年
齢
的
な
無
理
は
な
い
。
そ
し
て
、
密
通
事
件
が
保
安
元
年
を
遡
れ
ば
遡
る

ほ
ど
、
姉
さ
ん
女
房
に
な
る
。
こ
の
女
性
が
重
盛
の
母
親
だ
、
と
い
う
推
定
に
は
、
相
当

以
上
の
可
能
性
が
あ
る
。
頼
長
は
保
安
元
年
五
月
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
た
ぶ
ん
況
の

子
は
頼
長
の
姉
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

(

増
補
改
訂)

『
清
盛
以
前
』
第
六
章
付
論
「
重
盛
の
母
」

こ
こ
で
再
度
、
「
落
胤
」
＝
「
重
盛
母
」
と
い
う
前
提
で
、
「
年
齢
表
」
で
確
認
し

て
み
よ
う
。
女
性
は
二
〇
歳
で
出
産
と
仮
定
し
て
い
る
の
は
、
前
段
と
同
様
で
あ
る
。

起
点
は
、
重
盛
誕
生
の
保
延
四(

一
一
三
八)

年
で
あ
る
。

【
第
三
表
】

関
係
者

年
齢
表

西
暦

事
項

重
盛
母
＝
落
胤

況

忠
実

一
〇
九
八

況

誕
生

？
0

20

一
一
一
八

重
盛
母
＝
落
胤
誕
生

？

0

20

40

一
一
三
八

重
盛
誕
生

？

20

40

60

一
一
四
二

重
盛
母
＝
落
胤
死
去

？

？

24

44

64

仮
に
「
重
盛
母
」
が
一
一
三
八
年
に
二
〇
歳
で
重
盛
を
産
ん
だ
と
す
る
と
、
彼
女

自
身
の
誕
生
は
一
一
一
八
年
と
な
る
。
そ
の
母
「
況
」
も
そ
の
と
き
二
〇
歳
と
仮
定

す
れ
ば
、
当
時
四
〇
歳
で
関
白
で
あ
っ
た
忠
実
が
密
通
し
た
こ
と
に
な
り
、
あ
り
が

ち
な
状
況
と
な
っ
て
く
る
。

保
安
元
年
宇
治
に
移
っ
て
か
ら
の
忠
実
に
、
京
都
ま
で
密
通
の
た
め
に
出
か
け
る

可
能
性
が
薄
い
の
で
、
密
通
は
そ
れ
以
前
で
あ
る
と
い
う
高
橋
氏
の
主
張
も
一
定
の

説
得
力
を
持
つ
。
「
年
齢
表
」
の
検
討
で
も
、
「
落
胤
」
＝
「
重
盛
母
」
の
可
能
性
が

見
て
取
れ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
「
落
胤
」
が
「
重
盛
母
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
存
す
る
こ

と
を
示
し
た
だ
け
で
、「
落
胤
」
が
「
重
盛
母
」
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
肯
定
す
る

根
拠
に
は
な
り
得
な
い
。
基
章
の
妻
が
「
況
」
以
外
に
い
れ
ば
、
そ
の
妻
が
女
児
を

出
産
し
、
そ
れ
が
「
重
盛
母
」
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
「
況
」
が

「
重
盛
母
」
を
産
ん
だ
と
し
て
も
、「
落
胤
」
の
姉
妹
に
あ
た
る
別
の
女
児
で
あ
っ
た
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可
能
性
も
あ
る
。

高
橋
氏
自
身
、「
落
胤
」
＝
「
重
盛
母
」
に
つ
い
て
「
相
当
以
上
の
可
能
性
」
と
当

初
は
留
保
し
な
が
ら
も
、「
い
つ
の
ま
に
か
確
定
さ
れ
た
事
実
の
よ
う
な
論
述
に
な
り

恐
縮
し
て
い
る
」
と
自
分
自
身
で
認
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
が
、
少
し
性
急
な
行
論
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。
「
落
胤
」
＝
「
重
盛
母
」
の
可
能
性(

「
相
当
以
上
」
と
は
言
え
な

い
が)

は
確
か
に
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
「
可
能
性
」
で
あ
っ
て
「
事
実
」
と
し
て
確
定

は
出
来
な
い
。

結
論
と
し
て
、
「
重
盛
母
」
で
あ
る
高
階
基
章
の
女
に
関
し
て
は
、
忠
実
の
「
落

胤
」
女
性
で
あ
る
か
ど
う
か
の
検
討
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
た
。

・
「
落
胤
」
女
性
が
、
幼
女
で
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
母
「
況
」
が
「
重
盛
母
」
を
産

ん
だ
と
い
う
可
能
性
は
か
な
り
低
く
な
る
。
「
重
盛
母
」
は
、
「
況
」
と
は
別
の
高

階
基
章
の
妻
が
産
ん
だ
女
性
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

・
「
落
胤
」
女
性
が
、
成
人
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
女
性
が
「
重
盛
母
」
で
あ
っ
た
可

能
性
は
出
て
く
る
が
、「
況
」
が
別
の
娘(

「
落
胤
」
の
姉
妹)

を
産
ん
で
い
た
場
合

も
あ
り
、
そ
ち
ら
が
「
重
盛
母
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
確
定
は
出
来
な

い
。

『
台
記
』
の
記
述
の
「
落
胤
」
が
幼
女
か
成
人
女
性
か
で
判
断
が
分
か
れ
て
く
る
。

「
往
年
」
「
年
来
」
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
高
橋
氏
の
主
張
の
よ
う
に
成
人
女
性
で
あ

っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
一
方
、
成
人
女
性
で
あ
れ
ば
付
加
さ
れ
る
こ
と

の
多
い
夫
や
地
位
に
つ
い
て
の
記
述
が
無
い
こ
と
は
、
元
木
氏
の
主
張
の
よ
う
に
幼

女(

た
だ
し
五
歳
以
上
の)

で
あ
っ
た
か
の
印
象
を
受
け
る
。

以
上
、
結
局
の
と
こ
ろ
事
実
は
不
明
だ
が
、「
況
」
と
忠
実
の
密
通
と
い
う
ワ
イ
ド

シ
ョ
ー
的
な
事
実
の
み
大
き
く
印
象
づ
く
が
、
現
存
史
料
の
範
囲
内
で
は
確
定
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

二二

平平
清清
盛盛
とと
高高
階階
基基
章章
女女
のの
婚婚
姻姻

高
橋
昌
明
氏
は
、
彼
の
娘
と
清
盛
が
結
婚
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
白
河
・
鳥
羽
両

院
政
期
に
台
頭
し
て
き
た
伊
勢
平
氏
の
次
期
棟
梁
、
大
中
納
言
の
子
弟
な
み
の
急
速

な
昇
叙
昇
任
を
続
け
、
重
盛
誕
生
時
す
で
に
従
四
位
下
左
兵
衛
佐
で
あ
っ
た
清
盛
の

妻
と
し
て
は
、
ど
う
も
釣
り
合
い
が
と
れ
な
い
感
じ
が
す
る
」
と
し
、
「
勢
力
伸
張
著

し
い
伊
勢
平
氏
が
、
か
な
り
格
下
で
あ
る
下
級
官
人
の
家
と
通
婚
し
た
不
思
議
」
と

ま
で
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
樋
口
健
太
郎
氏
も
「
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
ろ
う
」
と
こ

れ
を
認
め
て
い
る
。

高
階
氏
は
院
政
期
、
院
近
臣
と
し
て
大
発
展
を
遂
げ
た
一
族
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
基
章
の
養
祖
父
に
あ
た
る
高
階
為
家
は
長
き
に
わ
た
っ
て
大
国
の
受
領
を

つ
と
め
、
初
期
の
白
河
院
政
を
支
え
た
。
つ
づ
い
て
、
養
父
為
章
も
白
河
院
側
近
の

一
人
で
、

為
章
者
白
河
法
皇
籠
遇
之
人
也
、
于
時
因
幡
守
藤
原
隆
時
、
同
為
近
臣
、
世
語

籠
臣
者
、
称
此
二
人
而
巳

と
、
『
本
朝
世
紀
』
康
和
五(

一
一
〇
三)

年
十
二
月
廿
日
条
に
あ
る
よ
う
に
、
因
幡
守

藤
原
隆
時
と
並
ん
で
「
寵
臣
」
と
は
こ
の
二
人
を
称
す
る
の
み
、
と
ま
で
と
い
わ
れ

た
。こ

の
よ
う
な
高
階
氏
出
身
の
女
を
平
清
盛
が
妻
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
先
行
研

究
は
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

角
田
文
衞
氏
は
、
清
盛
が
基
章
女
と
結
婚
し
た
の
は
、
院
近
臣
勢
力
で
あ
る
高
階

氏
へ
の
接
近
を
意
図
し
た
も
の
と
し
て
い
る(

)

。
7

樋
口
健
太
郎
氏
は
、

康
和
五
年
に
為
章
が
、
嘉
承
二(

一
一
〇
七)

年
に
は
為
章
の
後
継
者
と
目
さ
れ

た
仲
章
が
相
次
い
で
亡
く
な
る
と
、
高
階
氏
一
族
は
勢
い
を
失
っ
て
し
ま
う
。

（ 54 ）
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た
だ
し
、
当
時
の
皇
妃
の
初
産
年
齢
を
調
べ
て
み
る
と
二
〇
歳
前
後
が
ほ
と
ん
ど
で
、

一
五
歳
と
い
う
例
は
当
該
期
に
は
見
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
皇
妃
と
貴
族
層
の
女

性
の
初
産
年
齢
が
同
じ
程
度
で
あ
っ
た
か
は
、
皇
室
の
特
殊
性
な
ど
を
考
え
る
と
即

断
は
出
来
な
い
が
、
逆
に
全
く
二
〇
歳
前
後
か
ら
か
け
離
れ
て
い
た
と
す
る
積
極
的

根
拠
も
ま
た
全
く
な
い
。
で
あ
る
な
ら
ば
、「
況
」
や
「
重
歳
盛
母
」
の
出
産
年
齢
に

関
す
る
仮
定
を
二
〇
歳
と
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
、
妥
当
性
を
欠
く
訳
で
は
な
い

も
の
と
考
え
る
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

次
に
、
①
説
「
落
胤
」
が
「
重
盛
母
」
の
母
だ
と
す
る
高
橋
説
の
妥
当
性
を
考
え

て
み
よ
う
。

高
橋
氏
の
主
張
を
引
用
し
て
お
く
。

忠
実
が
「
年
来
わ
が
子
や
否
や
を
疑
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
密
通
事
件

は
だ
い
ぶ
昔
の
話
だ
っ
た
よ
う
だ
。
ラ
ッ
キ
ー
な
こ
と
に
、
忠
実
は
保
安
元(

一
一
二
〇)

年
一
一
月
白
河
法
皇
の
逆
鱗
に
ふ
れ
、
翌
年
正
月
関
白
を
辞
し
、
宇
治
で
の
長
い
逼
塞
生

活
に
入
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
謹
慎
中
に
御
厨
子
所
の
女
官
と
密
通
に
及
ぶ
、
と
い

う
離
れ
業
を
演
ず
る
の
も
絶
無
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
白
河
院
が
亡
く
な
っ
た
後

も
、
ま
だ
「
前
関
白
住
京
の
件
、
然
る
べ
か
ら
ず
」(

『
長
秋
記
』
大
治
五
年
正
月
二
〇
日

条)

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
常
識
的
に
い
っ
て
、
事
件
は
保
安
元
年
以
前
に
起
こ
っ
た

と
考
え
て
よ
い
。

と
な
る
と
、
頓
長
の
異
母
姉
妹
で
あ
る
況
の
娘
は
、
重
盛
の
生
ま
れ
た
保
延
四(

一
一
三

八)

年
に
は
、
い
ち
ば
ん
若
く
て
一
九
歳
、
そ
の
時
清
盛
は
二
一
歳
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の

結
び
つ
き
に
年
齢
的
な
無
理
は
な
い
。
そ
し
て
、
密
通
事
件
が
保
安
元
年
を
遡
れ
ば
遡
る

ほ
ど
、
姉
さ
ん
女
房
に
な
る
。
こ
の
女
性
が
重
盛
の
母
親
だ
、
と
い
う
推
定
に
は
、
相
当

以
上
の
可
能
性
が
あ
る
。
頼
長
は
保
安
元
年
五
月
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
た
ぶ
ん
況
の

子
は
頼
長
の
姉
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

(

増
補
改
訂)

『
清
盛
以
前
』
第
六
章
付
論
「
重
盛
の
母
」

こ
こ
で
再
度
、
「
落
胤
」
＝
「
重
盛
母
」
と
い
う
前
提
で
、
「
年
齢
表
」
で
確
認
し

て
み
よ
う
。
女
性
は
二
〇
歳
で
出
産
と
仮
定
し
て
い
る
の
は
、
前
段
と
同
様
で
あ
る
。

起
点
は
、
重
盛
誕
生
の
保
延
四(

一
一
三
八)

年
で
あ
る
。

【
第
三
表
】

関
係
者

年
齢
表

西
暦

事
項

重
盛
母
＝
落
胤

況

忠
実

一
〇
九
八

況

誕
生

？
0

20

一
一
一
八

重
盛
母
＝
落
胤
誕
生

？

0

20

40

一
一
三
八

重
盛
誕
生

？

20

40

60

一
一
四
二

重
盛
母
＝
落
胤
死
去

？

？

24

44

64

仮
に
「
重
盛
母
」
が
一
一
三
八
年
に
二
〇
歳
で
重
盛
を
産
ん
だ
と
す
る
と
、
彼
女

自
身
の
誕
生
は
一
一
一
八
年
と
な
る
。
そ
の
母
「
況
」
も
そ
の
と
き
二
〇
歳
と
仮
定

す
れ
ば
、
当
時
四
〇
歳
で
関
白
で
あ
っ
た
忠
実
が
密
通
し
た
こ
と
に
な
り
、
あ
り
が

ち
な
状
況
と
な
っ
て
く
る
。

保
安
元
年
宇
治
に
移
っ
て
か
ら
の
忠
実
に
、
京
都
ま
で
密
通
の
た
め
に
出
か
け
る

可
能
性
が
薄
い
の
で
、
密
通
は
そ
れ
以
前
で
あ
る
と
い
う
高
橋
氏
の
主
張
も
一
定
の

説
得
力
を
持
つ
。
「
年
齢
表
」
の
検
討
で
も
、
「
落
胤
」
＝
「
重
盛
母
」
の
可
能
性
が

見
て
取
れ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
「
落
胤
」
が
「
重
盛
母
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
存
す
る
こ

と
を
示
し
た
だ
け
で
、「
落
胤
」
が
「
重
盛
母
」
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
肯
定
す
る

根
拠
に
は
な
り
得
な
い
。
基
章
の
妻
が
「
況
」
以
外
に
い
れ
ば
、
そ
の
妻
が
女
児
を

出
産
し
、
そ
れ
が
「
重
盛
母
」
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
「
況
」
が

「
重
盛
母
」
を
産
ん
だ
と
し
て
も
、「
落
胤
」
の
姉
妹
に
あ
た
る
別
の
女
児
で
あ
っ
た
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可
能
性
も
あ
る
。

高
橋
氏
自
身
、「
落
胤
」
＝
「
重
盛
母
」
に
つ
い
て
「
相
当
以
上
の
可
能
性
」
と
当

初
は
留
保
し
な
が
ら
も
、「
い
つ
の
ま
に
か
確
定
さ
れ
た
事
実
の
よ
う
な
論
述
に
な
り

恐
縮
し
て
い
る
」
と
自
分
自
身
で
認
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
が
、
少
し
性
急
な
行
論
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。
「
落
胤
」
＝
「
重
盛
母
」
の
可
能
性(

「
相
当
以
上
」
と
は
言
え
な

い
が)

は
確
か
に
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
「
可
能
性
」
で
あ
っ
て
「
事
実
」
と
し
て
確
定

は
出
来
な
い
。

結
論
と
し
て
、
「
重
盛
母
」
で
あ
る
高
階
基
章
の
女
に
関
し
て
は
、
忠
実
の
「
落

胤
」
女
性
で
あ
る
か
ど
う
か
の
検
討
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
た
。

・
「
落
胤
」
女
性
が
、
幼
女
で
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
母
「
況
」
が
「
重
盛
母
」
を
産

ん
だ
と
い
う
可
能
性
は
か
な
り
低
く
な
る
。
「
重
盛
母
」
は
、
「
況
」
と
は
別
の
高

階
基
章
の
妻
が
産
ん
だ
女
性
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

・
「
落
胤
」
女
性
が
、
成
人
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
女
性
が
「
重
盛
母
」
で
あ
っ
た
可

能
性
は
出
て
く
る
が
、「
況
」
が
別
の
娘(

「
落
胤
」
の
姉
妹)
を
産
ん
で
い
た
場
合

も
あ
り
、
そ
ち
ら
が
「
重
盛
母
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
確
定
は
出
来
な

い
。

『
台
記
』
の
記
述
の
「
落
胤
」
が
幼
女
か
成
人
女
性
か
で
判
断
が
分
か
れ
て
く
る
。

「
往
年
」
「
年
来
」
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
高
橋
氏
の
主
張
の
よ
う
に
成
人
女
性
で
あ

っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
一
方
、
成
人
女
性
で
あ
れ
ば
付
加
さ
れ
る
こ
と

の
多
い
夫
や
地
位
に
つ
い
て
の
記
述
が
無
い
こ
と
は
、
元
木
氏
の
主
張
の
よ
う
に
幼

女(

た
だ
し
五
歳
以
上
の)

で
あ
っ
た
か
の
印
象
を
受
け
る
。

以
上
、
結
局
の
と
こ
ろ
事
実
は
不
明
だ
が
、「
況
」
と
忠
実
の
密
通
と
い
う
ワ
イ
ド

シ
ョ
ー
的
な
事
実
の
み
大
き
く
印
象
づ
く
が
、
現
存
史
料
の
範
囲
内
で
は
確
定
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

二二

平平
清清
盛盛
とと
高高
階階
基基
章章
女女
のの
婚婚
姻姻

高
橋
昌
明
氏
は
、
彼
の
娘
と
清
盛
が
結
婚
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
白
河
・
鳥
羽
両

院
政
期
に
台
頭
し
て
き
た
伊
勢
平
氏
の
次
期
棟
梁
、
大
中
納
言
の
子
弟
な
み
の
急
速

な
昇
叙
昇
任
を
続
け
、
重
盛
誕
生
時
す
で
に
従
四
位
下
左
兵
衛
佐
で
あ
っ
た
清
盛
の

妻
と
し
て
は
、
ど
う
も
釣
り
合
い
が
と
れ
な
い
感
じ
が
す
る
」
と
し
、
「
勢
力
伸
張
著

し
い
伊
勢
平
氏
が
、
か
な
り
格
下
で
あ
る
下
級
官
人
の
家
と
通
婚
し
た
不
思
議
」
と

ま
で
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
樋
口
健
太
郎
氏
も
「
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
ろ
う
」
と
こ

れ
を
認
め
て
い
る
。

高
階
氏
は
院
政
期
、
院
近
臣
と
し
て
大
発
展
を
遂
げ
た
一
族
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
基
章
の
養
祖
父
に
あ
た
る
高
階
為
家
は
長
き
に
わ
た
っ
て
大
国
の
受
領
を

つ
と
め
、
初
期
の
白
河
院
政
を
支
え
た
。
つ
づ
い
て
、
養
父
為
章
も
白
河
院
側
近
の

一
人
で
、

為
章
者
白
河
法
皇
籠
遇
之
人
也
、
于
時
因
幡
守
藤
原
隆
時
、
同
為
近
臣
、
世
語

籠
臣
者
、
称
此
二
人
而
巳

と
、
『
本
朝
世
紀
』
康
和
五(

一
一
〇
三)

年
十
二
月
廿
日
条
に
あ
る
よ
う
に
、
因
幡
守

藤
原
隆
時
と
並
ん
で
「
寵
臣
」
と
は
こ
の
二
人
を
称
す
る
の
み
、
と
ま
で
と
い
わ
れ

た
。こ

の
よ
う
な
高
階
氏
出
身
の
女
を
平
清
盛
が
妻
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
先
行
研

究
は
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

角
田
文
衞
氏
は
、
清
盛
が
基
章
女
と
結
婚
し
た
の
は
、
院
近
臣
勢
力
で
あ
る
高
階

氏
へ
の
接
近
を
意
図
し
た
も
の
と
し
て
い
る(

)

。
7

樋
口
健
太
郎
氏
は
、

康
和
五
年
に
為
章
が
、
嘉
承
二(

一
一
〇
七)

年
に
は
為
章
の
後
継
者
と
目
さ
れ

た
仲
章
が
相
次
い
で
亡
く
な
る
と
、
高
階
氏
一
族
は
勢
い
を
失
っ
て
し
ま
う
。

（ 55 ）
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平重盛の母とその一族（曾我）

基
章
が
右
近
将
監
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
何
よ
り
も
基
章
の
時
代

に
は
一
族
が
衰
退
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
重
盛
が
誕
生
し
た
保
延
四
年
は
、

為
章
の
没
後
三
〇
年
以
上
経
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
勢
い
は
す
で
に
過

去
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
零
落
し
た
一
族
と
、

飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
勢
い
の
平
氏
が
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
た
と
い
う
の
は
、
や
は

り
ど
う
に
も
腑
に
落
ち
な
い
。

と
述
べ
、
高
階
為
章
没
後
三
〇
年
以
後
の
高
階
氏
の
勢
力
は
「
過
去
の
も
の
」
で
あ

り
「
こ
の
よ
う
な
零
落
し
た
一
族
」
と
平
清
盛
の
結
婚
は
「
ど
う
に
も
腑
に
落
ち
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。

１１

「「
飛飛
ぶぶ
鳥鳥
をを
落落
とと
すす
勢勢
いい
」」
のの
一一
族族
とと
「「
零零
落落
しし
たた
一一
族族
」」

は
た
し
て
、
為
章
没
後
の
高
階
氏
は
「
零
落
し
た
一
族
」
で
あ
り
、
そ
の
一
族
と

の
結
婚
は
平
氏
に
と
っ
て
「
腑
に
落
ち
な
い
」
ほ
ど
「
不
思
議
」
な
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
？
以
下
、
そ
の
こ
と
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。

清
盛
と
基
章
女
と
の
婚
姻
が
い
つ
行
わ
れ
た
か
は
記
録
に
な
い
が
、
重
盛
が
生
ま

れ
た
保
延
四(

一
一
三
八)

年
で
の
、
清
盛
と
父
忠
盛
、
妻
の
父
基
章
の
官
位
を
示
し

て
み
る
。

清
盛
二
〇
歳

正
五
位
下
、

中
務
大
輔
・
肥
後
守

忠
盛
四
三
歳

従
四
位
下

中
務
大
輔
を
経
て
美
作
守

基
章

六
位

(

蔵
人
・)

右
近
将
監

基
章
に
つ
い
て
は
、
記
録
が
少
な
く
保
延
四(

一
一
三
八)

年
当
時
の
記
録
は
な
い
。

し
か
し
、
保
延
二
年
に
右
近
将
監
に
任
命
さ
れ(

)

、
康
治
元
年
年
末
に
息
子
の
為
泰

8

に
そ
の
職
を
譲
っ
て
い
る(

)

の
で
、
孫
の
重
盛
誕
生
時
に
は
右
近
将
監
で
あ
っ
た
こ

9

と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
康
治
元
年
の
『
台
記
』
に
「
高
蔵
人
」
と
あ
る
の
で
六

位
蔵
人
で
あ
っ
た
。
同
族
高
階
宗
章
が
「
蔵
人
右
近
将
監(

)

」
の
地
位
に
就
い
て
い

10

る
の
で
、
同
様
な
地
位
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

基
章
は
六
位
の
蔵
人
・
右
近
衛
将
監
ま
で
の
記
録
し
か
な
く
、
五
位
に
上
っ
た
か

ど
う
か
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
康
和
四
年
に
高
階
宗
章
が
「
蔵
人
右
近
将
監

(
)

」
と
し
て
「
叙
爵
」(

＝
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
る
こ
と)

さ
れ
て
い
る
の
で
、
基
章

11も
叙
爵
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
家
格
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
高
階
氏
の
人
々
の
位

階
を
史
料
で
見
て
み
よ
う
。

長
治
元
年
に
高
階
時
章
は
「
叙
爵(

)

」
さ
れ
て
い
る
し
、
仁
安
三
年
に
高
階
信
章

12

は
「
従
五
位
上(

)

」、
保
元
四
年
に
高
階
重
章
は
「
従
五
位
下(

)

」
に
叙
さ
れ
て
い
る
。

13

14

さ
ら
に
、
四
位
に
ま
で
上
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。
承
徳
元
年
に
卒
去
し
た
高
階
公
俊

は
「
正
四
位
下(

)

」、
基
章
の
養
父
為
章
も
寛
治
二
年
に
「
従
四
位
下(

)

」
と
記
さ
れ

15

16

て
い
る
。

つ
ま
り
清
盛
と
婚
姻
時
の
妻
の
実
家
高
階
基
章
と
養
父
為
章
の
家
は
、
通
常
五
位

に
達
し
、
状
況
が
利
す
れ
ば
養
父
為
章
の
よ
う
に
四
位
に
も
到
達
で
き
る
家
格
で
あ

っ
た
。
基
章
個
人
は
六
位
の
蔵
人
右
近
衛
将
監
で
は
あ
っ
た
が
、
四
位
や
五
位
の
可

能
性
を
持
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
物
の
娘
と
従
四
位
下
の
平
忠
盛
の
息
子
と

の
婚
姻
は
、
む
し
ろ
家
格
的
に
は
適
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
。

当
時
の
清
盛
と
為
章
流
高
階
氏
が
同
じ
家
格
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
に
示
す
史
料

で
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

康
和
四
年
の
上
皇
還
御
の
勧
賞
で
、
為
章
の
長
男
仲
章
と
清
盛
の
祖
父
正
盛
が
同

時
に
重
任
し
て
い
る(

)

し
、
久
寿
二
・
三
年
の
行
幸
に
は
為
章
の
孫
盛
章
と
清
盛
自

17

身
が
同
じ
陪
従
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る(

)

。
こ
の
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
一
二
世
紀
初

18

頭
か
ら
中
頃
ま
で
、
清
盛
の
平
氏
と
、
為
章
・
基
章
の
高
階
氏
は
同
格
の
家
格
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
高
橋
氏
は
「
勢
力
伸
張
著
し
い
伊
勢
平
氏
が
、
か
な
り

格
下
で
あ
る
下
級
官
人
の
家
と
通
婚
し
た
不
思
議
」
と
の
べ
て
い
る
が
、「
か
な
り
格

下
」
で
は
な
い
。
ま
た
、「
飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
勢
い
」
の
平
氏
が
「
零
落
し
た
一
族
」
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と
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
婚
姻
当
時
は
、

非
常
に
似
つ
か
わ
し
い
家
格
の
両
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
後
年
の
清
盛
の
大
躍
進
を
知
っ
て
い
る
か
ら
「
伊
勢
平
氏
の
未
来
の
棟

梁
に
は
釣
り
あ
わ
な
い
」
と
思
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
程
家
の
格
に
差
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
後
の
政
治
的
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
違
い
を
、
婚
姻
時

に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

２２

為為
章章
流流
高高
階階
氏氏
のの
状状
況況

家
格
が
不
釣
り
合
い
と
考
え
た
先
行
研
究
は
、
重
盛
と
高
階
基
章
の
女
と
の
婚
姻

の
理
由
を
他
に
求
め
て
い
る
。
ま
ず
、
角
田
文
衞
氏
は
基
章
の
養
父
為
章
が
「
世
に

寵
臣
と
い
う
は
こ
の
二
人
を
称
す
る
の
み
」
と
言
わ
れ
た
二
人
の
内
の
一
人
で
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
有
力
な
院
の
近
臣
勢
力
で
あ
る
高
階
氏
と
の
接
近
を
図
っ
た
も
の

と
さ
れ
た
。

ま
た
、
樋
口
健
太
郎
氏
は
、
そ
の
結
婚
が
高
階
為
章
の
没
後
だ
と
想
定
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
「
飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
勢
い
の
平
氏
が
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
た
と
い
う
の
は
、

や
は
り
ど
う
に
も
腑
に
落
ち
な
い
」
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
基
章
の
実
父
と
考
え
ら

れ
る
醍
醐
源
氏
源
家
実
の
系
統
に
注
目
し
た
。
家
実
の
兄
の
清
実
の
妻
が
摂
関
家
藤

原
忠
実
の
乳
母
で
あ
る
な
ど
、
摂
関
家
と
関
わ
り
の
深
い
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
想

定
で
き
る
。
そ
し
て
、「
こ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
清
盛
と
基
章
女
と
の
結
婚
に
つ
い
て

も
、
院
近
臣
勢
力
と
の
接
近
を
は
か
っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
摂
関
家
勢
力
へ
の
接

近
を
は
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
の
が
よ
り
現
実
的
と
い
え
る
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。

こ
の
結
婚
に
よ
っ
て
「
平
氏
は
摂
関
家
と
の
間
に
縁
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い

う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
先
行
研
究
の
見
解
を
検
証
す
る
た
め
に
、
ま
ず
高
階
基
章
の
一
族
に
つ
い

て
古
記
録
類
か
ら
検
討
を
し
て
み
た
い
。

基
章
に
と
っ
て
の
養
父
為
章
、
そ
の
父
為
家
に
つ
い
て
は
既
に
研
究
が
多
い
。
樋

口
氏
の
指
摘
ど
お
り
、
問
題
と
な
る
の
は
、
康
和
五
年
為
章
没
後
の
状
況
で
あ
る
。

為
章
の
死
亡
に
つ
い
て
『
中
右
記
』
康
和
五(

一
一
〇
三)

年
十
二
月
廿
日
条
に
記
録

に
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
検
討
を
始
め
た
い
。

此
暁
丹
波
守
高
階
為
章
朝
臣
卒
去
、〈
年
四
十
七
云
々
、〉
為
章
者
為
家(

高
階)

朝
臣
長

男
也
、
上
皇
御
時
補
蔵
人
、
給
爵
之
後
有
殊
恩
、
任
越
後
守
、
次
但
馬
、
加
賀
、
丹

波
、
頻
任
大
国
、
又
息
男
仲
章
、
宗
章
、
雅
章
、
時
章
、
四
人
皆
補
蔵
人
、
或
又
任
大

国
、
神
祇
仏
寺
封
家
納
官
、
全
以
不
弁
済
、
幸
之
余
自
迫
命
歟
、

基
章
の
養
父
為
章
が
院
司
受
領
と
し
て
院
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
為
章
に
は
実
子
と
思
わ
れ
る
「
仲
章
、
宗
章
、
雅
章
、
時
章
」
と
い
う

四
人
の
男
子
が
あ
り
、
す
べ
て
蔵
人
や
大
国
受
領
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

ま
ず
、
為
章
の
四
人
の
息
子
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

(

ア)[

高
階
仲
章]

＝
為
章
の
長
男

一
〇
九
八
『
中
右
記
』
承
徳
二
年
八
月
廿
四
日
「
則
被
補
蔵
人
高
階
仲
章
」

一
〇
九
九
『
後
二
条
師
通
記
』
康
和
元
年
一
月
七
日
「
従
院
左
近
将
監
仲
章
可
叙
策(

爵)

」

一
一
〇
二
『
殿
暦
』
康
和
四
年
一
月
三
日
「
従
五
位
上
兵
衛
佐
仲
章
」

一
一
〇
二
『
中
右
記
』
康
和
四
年
一
月
三
日
「
但
馬
守
仲
章
叙
従
五
位
上(

非
院
司
院
・
殿
上
人
也)

」

一
一
〇
二
『
中
右
記
』
康
和
四
年
一
月
廿
七
日
「
右
兵
衛
佐
仲
章
」

一
一
〇
二
『
中
右
記
』
康
和
四
年
七
月
廿
一
日
「
但
馬
守
仲
章
・
若
狭
守
正
盛(

已
上
重
任)

」

（ 56 ）
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基
章
が
右
近
将
監
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
何
よ
り
も
基
章
の
時
代

に
は
一
族
が
衰
退
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
重
盛
が
誕
生
し
た
保
延
四
年
は
、

為
章
の
没
後
三
〇
年
以
上
経
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
勢
い
は
す
で
に
過

去
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
零
落
し
た
一
族
と
、

飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
勢
い
の
平
氏
が
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
た
と
い
う
の
は
、
や
は

り
ど
う
に
も
腑
に
落
ち
な
い
。

と
述
べ
、
高
階
為
章
没
後
三
〇
年
以
後
の
高
階
氏
の
勢
力
は
「
過
去
の
も
の
」
で
あ

り
「
こ
の
よ
う
な
零
落
し
た
一
族
」
と
平
清
盛
の
結
婚
は
「
ど
う
に
も
腑
に
落
ち
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。

１１

「「
飛飛
ぶぶ
鳥鳥
をを
落落
とと
すす
勢勢
いい
」」
のの
一一
族族
とと
「「
零零
落落
しし
たた
一一
族族
」」

は
た
し
て
、
為
章
没
後
の
高
階
氏
は
「
零
落
し
た
一
族
」
で
あ
り
、
そ
の
一
族
と

の
結
婚
は
平
氏
に
と
っ
て
「
腑
に
落
ち
な
い
」
ほ
ど
「
不
思
議
」
な
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
？
以
下
、
そ
の
こ
と
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。

清
盛
と
基
章
女
と
の
婚
姻
が
い
つ
行
わ
れ
た
か
は
記
録
に
な
い
が
、
重
盛
が
生
ま

れ
た
保
延
四(

一
一
三
八)

年
で
の
、
清
盛
と
父
忠
盛
、
妻
の
父
基
章
の
官
位
を
示
し

て
み
る
。

清
盛
二
〇
歳

正
五
位
下
、

中
務
大
輔
・
肥
後
守

忠
盛
四
三
歳

従
四
位
下

中
務
大
輔
を
経
て
美
作
守

基
章

六
位

(

蔵
人
・)

右
近
将
監

基
章
に
つ
い
て
は
、
記
録
が
少
な
く
保
延
四(

一
一
三
八)

年
当
時
の
記
録
は
な
い
。

し
か
し
、
保
延
二
年
に
右
近
将
監
に
任
命
さ
れ(

)

、
康
治
元
年
年
末
に
息
子
の
為
泰

8

に
そ
の
職
を
譲
っ
て
い
る(

)

の
で
、
孫
の
重
盛
誕
生
時
に
は
右
近
将
監
で
あ
っ
た
こ

9

と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
康
治
元
年
の
『
台
記
』
に
「
高
蔵
人
」
と
あ
る
の
で
六

位
蔵
人
で
あ
っ
た
。
同
族
高
階
宗
章
が
「
蔵
人
右
近
将
監(

)

」
の
地
位
に
就
い
て
い

10

る
の
で
、
同
様
な
地
位
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

基
章
は
六
位
の
蔵
人
・
右
近
衛
将
監
ま
で
の
記
録
し
か
な
く
、
五
位
に
上
っ
た
か

ど
う
か
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
康
和
四
年
に
高
階
宗
章
が
「
蔵
人
右
近
将
監

(
)

」
と
し
て
「
叙
爵
」(

＝
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
る
こ
と)

さ
れ
て
い
る
の
で
、
基
章

11も
叙
爵
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
家
格
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
高
階
氏
の
人
々
の
位

階
を
史
料
で
見
て
み
よ
う
。

長
治
元
年
に
高
階
時
章
は
「
叙
爵(

)

」
さ
れ
て
い
る
し
、
仁
安
三
年
に
高
階
信
章

12

は
「
従
五
位
上(

)

」、
保
元
四
年
に
高
階
重
章
は
「
従
五
位
下(

)

」
に
叙
さ
れ
て
い
る
。

13

14

さ
ら
に
、
四
位
に
ま
で
上
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。
承
徳
元
年
に
卒
去
し
た
高
階
公
俊

は
「
正
四
位
下(

)

」、
基
章
の
養
父
為
章
も
寛
治
二
年
に
「
従
四
位
下(

)

」
と
記
さ
れ

15

16

て
い
る
。

つ
ま
り
清
盛
と
婚
姻
時
の
妻
の
実
家
高
階
基
章
と
養
父
為
章
の
家
は
、
通
常
五
位

に
達
し
、
状
況
が
利
す
れ
ば
養
父
為
章
の
よ
う
に
四
位
に
も
到
達
で
き
る
家
格
で
あ

っ
た
。
基
章
個
人
は
六
位
の
蔵
人
右
近
衛
将
監
で
は
あ
っ
た
が
、
四
位
や
五
位
の
可

能
性
を
持
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
物
の
娘
と
従
四
位
下
の
平
忠
盛
の
息
子
と

の
婚
姻
は
、
む
し
ろ
家
格
的
に
は
適
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
。

当
時
の
清
盛
と
為
章
流
高
階
氏
が
同
じ
家
格
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
に
示
す
史
料

で
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

康
和
四
年
の
上
皇
還
御
の
勧
賞
で
、
為
章
の
長
男
仲
章
と
清
盛
の
祖
父
正
盛
が
同

時
に
重
任
し
て
い
る(

)

し
、
久
寿
二
・
三
年
の
行
幸
に
は
為
章
の
孫
盛
章
と
清
盛
自

17

身
が
同
じ
陪
従
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る(

)

。
こ
の
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
一
二
世
紀
初

18

頭
か
ら
中
頃
ま
で
、
清
盛
の
平
氏
と
、
為
章
・
基
章
の
高
階
氏
は
同
格
の
家
格
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
高
橋
氏
は
「
勢
力
伸
張
著
し
い
伊
勢
平
氏
が
、
か
な
り

格
下
で
あ
る
下
級
官
人
の
家
と
通
婚
し
た
不
思
議
」
と
の
べ
て
い
る
が
、「
か
な
り
格

下
」
で
は
な
い
。
ま
た
、「
飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
勢
い
」
の
平
氏
が
「
零
落
し
た
一
族
」
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と
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
婚
姻
当
時
は
、

非
常
に
似
つ
か
わ
し
い
家
格
の
両
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
後
年
の
清
盛
の
大
躍
進
を
知
っ
て
い
る
か
ら
「
伊
勢
平
氏
の
未
来
の
棟

梁
に
は
釣
り
あ
わ
な
い
」
と
思
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
程
家
の
格
に
差
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
後
の
政
治
的
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
違
い
を
、
婚
姻
時

に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

２２

為為
章章
流流
高高
階階
氏氏
のの
状状
況況

家
格
が
不
釣
り
合
い
と
考
え
た
先
行
研
究
は
、
重
盛
と
高
階
基
章
の
女
と
の
婚
姻

の
理
由
を
他
に
求
め
て
い
る
。
ま
ず
、
角
田
文
衞
氏
は
基
章
の
養
父
為
章
が
「
世
に

寵
臣
と
い
う
は
こ
の
二
人
を
称
す
る
の
み
」
と
言
わ
れ
た
二
人
の
内
の
一
人
で
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
有
力
な
院
の
近
臣
勢
力
で
あ
る
高
階
氏
と
の
接
近
を
図
っ
た
も
の

と
さ
れ
た
。

ま
た
、
樋
口
健
太
郎
氏
は
、
そ
の
結
婚
が
高
階
為
章
の
没
後
だ
と
想
定
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
「
飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
勢
い
の
平
氏
が
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
た
と
い
う
の
は
、

や
は
り
ど
う
に
も
腑
に
落
ち
な
い
」
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
基
章
の
実
父
と
考
え
ら

れ
る
醍
醐
源
氏
源
家
実
の
系
統
に
注
目
し
た
。
家
実
の
兄
の
清
実
の
妻
が
摂
関
家
藤

原
忠
実
の
乳
母
で
あ
る
な
ど
、
摂
関
家
と
関
わ
り
の
深
い
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
想

定
で
き
る
。
そ
し
て
、「
こ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
清
盛
と
基
章
女
と
の
結
婚
に
つ
い
て

も
、
院
近
臣
勢
力
と
の
接
近
を
は
か
っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
摂
関
家
勢
力
へ
の
接

近
を
は
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
の
が
よ
り
現
実
的
と
い
え
る
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。

こ
の
結
婚
に
よ
っ
て
「
平
氏
は
摂
関
家
と
の
間
に
縁
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い

う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
先
行
研
究
の
見
解
を
検
証
す
る
た
め
に
、
ま
ず
高
階
基
章
の
一
族
に
つ
い

て
古
記
録
類
か
ら
検
討
を
し
て
み
た
い
。

基
章
に
と
っ
て
の
養
父
為
章
、
そ
の
父
為
家
に
つ
い
て
は
既
に
研
究
が
多
い
。
樋

口
氏
の
指
摘
ど
お
り
、
問
題
と
な
る
の
は
、
康
和
五
年
為
章
没
後
の
状
況
で
あ
る
。

為
章
の
死
亡
に
つ
い
て
『
中
右
記
』
康
和
五(

一
一
〇
三)

年
十
二
月
廿
日
条
に
記
録

に
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
検
討
を
始
め
た
い
。

此
暁
丹
波
守
高
階
為
章
朝
臣
卒
去
、〈
年
四
十
七
云
々
、〉
為
章
者
為
家(

高
階)

朝
臣
長

男
也
、
上
皇
御
時
補
蔵
人
、
給
爵
之
後
有
殊
恩
、
任
越
後
守
、
次
但
馬
、
加
賀
、
丹

波
、
頻
任
大
国
、
又
息
男
仲
章
、
宗
章
、
雅
章
、
時
章
、
四
人
皆
補
蔵
人
、
或
又
任
大

国
、
神
祇
仏
寺
封
家
納
官
、
全
以
不
弁
済
、
幸
之
余
自
迫
命
歟
、

基
章
の
養
父
為
章
が
院
司
受
領
と
し
て
院
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
為
章
に
は
実
子
と
思
わ
れ
る
「
仲
章
、
宗
章
、
雅
章
、
時
章
」
と
い
う

四
人
の
男
子
が
あ
り
、
す
べ
て
蔵
人
や
大
国
受
領
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

ま
ず
、
為
章
の
四
人
の
息
子
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

(

ア)[

高
階
仲
章]

＝
為
章
の
長
男

一
〇
九
八
『
中
右
記
』
承
徳
二
年
八
月
廿
四
日
「
則
被
補
蔵
人
高
階
仲
章
」

一
〇
九
九
『
後
二
条
師
通
記
』
康
和
元
年
一
月
七
日
「
従
院
左
近
将
監
仲
章
可
叙
策(

爵)

」

一
一
〇
二
『
殿
暦
』
康
和
四
年
一
月
三
日
「
従
五
位
上
兵
衛
佐
仲
章
」

一
一
〇
二
『
中
右
記
』
康
和
四
年
一
月
三
日
「
但
馬
守
仲
章
叙
従
五
位
上(

非
院
司
院
・
殿
上
人
也)

」

一
一
〇
二
『
中
右
記
』
康
和
四
年
一
月
廿
七
日
「
右
兵
衛
佐
仲
章
」

一
一
〇
二
『
中
右
記
』
康
和
四
年
七
月
廿
一
日
「
但
馬
守
仲
章
・
若
狭
守
正
盛(

已
上
重
任)

」

（ 57 ）
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一
一
〇
三
『
殿
暦
』
康
和
五
年
八
月
十
九
日
「(

春
宮)

権
大
進
仲
章
」

一
一
〇
七
『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
九
月
十
日

晩
頭
但
馬
守
仲
章
俄
以
卒
去
云
々
、
仲
章
者
故
為
章
朝
臣
長
男
也
、
母
故
基
貞
朝
臣
女
也
、

十
二
補
侍
中
、
十
四
任
当
国
、
兼
右
兵
衛
佐
、
位
正
五
位
下
也
、
内
院
殿
上
人
也
、

受
病
纔
日
、
年
廿
一
也
、
依
上
皇
殊
不
次
恩
、
発
過
分
面
目
也
、

為
章
の
長
男
仲
章
は
、
為
章
の
死
去
当
時
は
一
七
歳
、
但
馬
守
の
任
に
あ
っ
た
が
、

実
際
は
父
の
為
章
が
管
理
を
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
康
和
四
年
に
従
五
位
上

と
あ
る
が
、
死
亡
時
に
は
正
五
位
下
に
上
っ
て
い
た
。
父
が
院
か
ら
受
け
る
恩
に
よ

る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
内
と
院
の
殿
上
人
に
も
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
将
来

を
期
待
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
父
の
死
後
四
年
、
二
一
歳
の
若
さ
で
こ
の
世
を
去

っ
て
い
る
。
平
清
盛
と
基
章
女(

重
盛
母)

の
婚
姻
当
時
は
既
に
、
こ
の
世
に
な
い
。

(

イ)
[

高
階
宗
章]

＝
為
章
の
二
男

一
一
〇
二
『
中
右
記
』
康
和
四
年
一
月
十
五
日
「
高
階
宗
章
補
蔵
人
」

一
一
〇
二
『
中
右
記
』
康
和
四
年
二
月
二
日
「
今
夜
蔵
人
右
近
将
監
高
階
宗
章
叙
爵
」

一
一
〇
五
『
中
右
記
』
長
治
二
年
二
月
十
四
日
「
筑
前
守
宗
章
不
下
向
任
国
已
在
京
都
」

一
一
〇
六
『
中
右
記
』
嘉
承
元
年
三
月
八
日
「(

院)

判
官
代
越
中
守
宗
章
」

一
一
〇
六
『
中
右
記
』
嘉
承
元
年
八
月
十
五
日
「
右
衛
門
佐
宗
章
」

一
一
〇
八
『
殿
暦
』
天
仁
元
年
十
二
月
十
五
日
「
越
中
守
宗
章
於
院
御
使
来
」

一
一
一
五
『
殿
暦
』
永
久
三
年
二
月
六
日
「
五
位
判
官
代
宗
章
」

一
一
一
五
『
殿
暦
』
永
久
三
年
二
月
十
二
日
「
右
衛
門
佐
宗
章
叙
四
位
」

二
男
宗
章
は
、
康
和
五
年
の
為
章
死
亡
の
前
年
に
は
蔵
人
に
な
り
、
叙
爵
さ
れ
て

い
た
。
兄
の
仲
章
が
父
の
死
亡
時
に
一
七
歳
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
よ
り
は
年
少
で

あ
っ
た
。
父
の
死
後
も
、
筑
前
守
・
越
中
守
を
務
め
て
い
る
。
一
方
で
、
院
の
判
官

代
で
あ
り
、
院
の
使
い
な
ど
と
し
て
摂
関
と
の
連
絡
の
役
割
な
ど
を
果
た
し
て
い
た
。

位
階
も
四
位
に
ま
で
上
っ
て
い
る
。

(

ウ)
[

高
階
雅
章]

＝
為
章
の
三
男

一
一
〇
三
『
中
右
記
』
康
和
五
年
一
月
八
日
「
院
蔵
人
高
階
雅
章
」

一
一
〇
三
『
中
右
記
』
康
和
五
年
二
月
廿
八
日
「
蔵
人
高
階
雅
章
」

一
一
〇
三
『
中
右
記
』
康
和
五
年
四
月
八
日
「
右
近
将
監
高
階
雅
章
」

一
一
〇
八
『
殿
暦
』
天
仁
元
年
一
〇
月
廿
一
日
「
五
位
廿
人(

略)

雅
章
」

為
章
の
三
男
雅
章
に
つ
い
て
は
史
料
が
少
な
く
不
明
で
あ
る
。
右
近
将
監
の
官
職

を
持
ち
、
内
と
院
の
蔵
人
を
務
め
、
五
位
の
位
階
に
達
す
る
な
ど
、
典
型
的
な
高
階

氏
の
官
人
の
経
歴
で
あ
る
。

(

エ)[

高
階
時
章]

＝
為
章
の
四
男

一
一
〇
三
『
殿
暦
』
康
和
五
年
十
一
月
十
四
日
「
新
蔵
人
時
章
」

一
一
〇
四
『
中
右
記
』
長
治
元
年
七
月
九
日
「
左
近
将
監
時
章(

蔵
人)

」

一
一
〇
四
『
中
右
記
』
長
治
元
年
八
月
十
八
日

「
能
登
国

守
従
五
位
下
高
階
朝
臣
時
章
」

一
一
〇
五
『
中
右
記
』
長
治
二
年
八
月
十
三
日
「
二
条
京
極
能
登
守
時
章
家
」

一
一
一
〇
『
殿
暦
』
天
永
元
年
四
月
十
六
日
「
時
章(

院
北
面
祗
候
者
也)

」

一
一
一
三
『
殿
暦
』
永
久
元
年
一
月
廿
四
日
「
能
登
守
候
院
人
也
」
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為
章
の
四
男
時
章
は
、
康
和
五
年
十
一
月
に
蔵
人
に
な
っ
て
い
る
。
父
為
章
の
死

亡
記
事
に
「
息
男
仲
章
、
宗
章
、
雅
章
、
時
章
、
四
人
皆
補
蔵
人
」
と
あ
る
が
、
時

章
の
場
合
は
直
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
父
の
死
後
も
院
の
北
面
に
祇
候
し
、
能
登
守

に
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
父
の
所
有
し
て
い
た
二
条
京
極
の
邸
宅(

『
中
右
記
』
康

和
四
年
十
二
月
廿
一
日
条)

を
相
続
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
父
の
有
力
な
後
継

者
と
し
て
院
か
ら
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

(

オ)[

高
階
盛
章]

＝
為
章
の
二
男
宗
章
の
子

一
一
四
九
『
兵
範
記
』
久
安
五
年
十
一
月
廿
五
日
「
陪
従
四
位
伊
豫
守
盛
章
朝
臣(

略)

已
上
殿
上
人
」

一
一
五
二
『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
九
月
八
日
「
院
司
又
被
儲
四
位(

伊
豫
守
盛
章)

云
々
」

一
一
五
六
『
山
槐
記
』
久
寿
三
年
正
月
廿
七
日
「
尾
張
守
高
階
盛
章
」

一
一
五
六
『
山
槐
記
』
久
寿
三
年
三
月
一
〇
日
「
四
位
二
人
、
清
盛
、
盛
章
」

一
一
五
六
『
兵
範
記
』
保
元
元
年
六
月
十
四
日
「
院
別
当
遠
江
守
盛
章
朝
臣
」

一
一
五
六
『
兵
範
記
』
保
元
元
年
閏
九
月
廿
五
日
「
今
日
遠
江
守
盛
章
朝
臣
入
滅
、
日
来
病
悩
」、

一
一
八
五
『
玉
葉
』
文
治
元
年
九
月
二
〇
日
「
或
女
房
有
誕
生
男
子
事
（
八
条
院
女
房
三
位
局
、

盛
章
朝
臣
娘
、
彼
院
無
双
之
寵
臣
也
）、
落
胤
女
子
甚
異
様
事
也
、
而
生
男
子
可
悦
々
々
、

高
階
為
章
の
二
男
宗
章
の
息
子
盛
章
が
記
録
に
名
を
見
せ
た
時
、
す
で
に
あ
る
程

度
の
年
齢
に
な
っ
て
い
た
と
見
え
て
四
位
に
ま
で
上
っ
て
い
る
。
尾
張
守
、
院
の
別

当
に
も
な
っ
て
い
て
、
院
と
の
深
い
関
係
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
娘
の
八
条
院
三
位

は
以
仁
王
や
九
条
兼
実
と
の
間
に
子
を
な
し
て
い
る
。

（ 58 ）
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一
一
〇
三
『
殿
暦
』
康
和
五
年
八
月
十
九
日
「(

春
宮)

権
大
進
仲
章
」

一
一
〇
七
『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
九
月
十
日

晩
頭
但
馬
守
仲
章
俄
以
卒
去
云
々
、
仲
章
者
故
為
章
朝
臣
長
男
也
、
母
故
基
貞
朝
臣
女
也
、

十
二
補
侍
中
、
十
四
任
当
国
、
兼
右
兵
衛
佐
、
位
正
五
位
下
也
、
内
院
殿
上
人
也
、

受
病
纔
日
、
年
廿
一
也
、
依
上
皇
殊
不
次
恩
、
発
過
分
面
目
也
、

為
章
の
長
男
仲
章
は
、
為
章
の
死
去
当
時
は
一
七
歳
、
但
馬
守
の
任
に
あ
っ
た
が
、

実
際
は
父
の
為
章
が
管
理
を
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
康
和
四
年
に
従
五
位
上

と
あ
る
が
、
死
亡
時
に
は
正
五
位
下
に
上
っ
て
い
た
。
父
が
院
か
ら
受
け
る
恩
に
よ

る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
内
と
院
の
殿
上
人
に
も
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
将
来

を
期
待
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
父
の
死
後
四
年
、
二
一
歳
の
若
さ
で
こ
の
世
を
去

っ
て
い
る
。
平
清
盛
と
基
章
女(

重
盛
母)

の
婚
姻
当
時
は
既
に
、
こ
の
世
に
な
い
。

(

イ)
[

高
階
宗
章]

＝
為
章
の
二
男

一
一
〇
二
『
中
右
記
』
康
和
四
年
一
月
十
五
日
「
高
階
宗
章
補
蔵
人
」

一
一
〇
二
『
中
右
記
』
康
和
四
年
二
月
二
日
「
今
夜
蔵
人
右
近
将
監
高
階
宗
章
叙
爵
」

一
一
〇
五
『
中
右
記
』
長
治
二
年
二
月
十
四
日
「
筑
前
守
宗
章
不
下
向
任
国
已
在
京
都
」

一
一
〇
六
『
中
右
記
』
嘉
承
元
年
三
月
八
日
「(

院)

判
官
代
越
中
守
宗
章
」

一
一
〇
六
『
中
右
記
』
嘉
承
元
年
八
月
十
五
日
「
右
衛
門
佐
宗
章
」

一
一
〇
八
『
殿
暦
』
天
仁
元
年
十
二
月
十
五
日
「
越
中
守
宗
章
於
院
御
使
来
」

一
一
一
五
『
殿
暦
』
永
久
三
年
二
月
六
日
「
五
位
判
官
代
宗
章
」

一
一
一
五
『
殿
暦
』
永
久
三
年
二
月
十
二
日
「
右
衛
門
佐
宗
章
叙
四
位
」

二
男
宗
章
は
、
康
和
五
年
の
為
章
死
亡
の
前
年
に
は
蔵
人
に
な
り
、
叙
爵
さ
れ
て

い
た
。
兄
の
仲
章
が
父
の
死
亡
時
に
一
七
歳
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
よ
り
は
年
少
で

あ
っ
た
。
父
の
死
後
も
、
筑
前
守
・
越
中
守
を
務
め
て
い
る
。
一
方
で
、
院
の
判
官

代
で
あ
り
、
院
の
使
い
な
ど
と
し
て
摂
関
と
の
連
絡
の
役
割
な
ど
を
果
た
し
て
い
た
。

位
階
も
四
位
に
ま
で
上
っ
て
い
る
。

(

ウ)
[

高
階
雅
章]

＝
為
章
の
三
男

一
一
〇
三
『
中
右
記
』
康
和
五
年
一
月
八
日
「
院
蔵
人
高
階
雅
章
」

一
一
〇
三
『
中
右
記
』
康
和
五
年
二
月
廿
八
日
「
蔵
人
高
階
雅
章
」

一
一
〇
三
『
中
右
記
』
康
和
五
年
四
月
八
日
「
右
近
将
監
高
階
雅
章
」

一
一
〇
八
『
殿
暦
』
天
仁
元
年
一
〇
月
廿
一
日
「
五
位
廿
人(

略)

雅
章
」

為
章
の
三
男
雅
章
に
つ
い
て
は
史
料
が
少
な
く
不
明
で
あ
る
。
右
近
将
監
の
官
職

を
持
ち
、
内
と
院
の
蔵
人
を
務
め
、
五
位
の
位
階
に
達
す
る
な
ど
、
典
型
的
な
高
階

氏
の
官
人
の
経
歴
で
あ
る
。

(

エ)[

高
階
時
章]

＝
為
章
の
四
男

一
一
〇
三
『
殿
暦
』
康
和
五
年
十
一
月
十
四
日
「
新
蔵
人
時
章
」

一
一
〇
四
『
中
右
記
』
長
治
元
年
七
月
九
日
「
左
近
将
監
時
章(

蔵
人)

」

一
一
〇
四
『
中
右
記
』
長
治
元
年
八
月
十
八
日

「
能
登
国

守
従
五
位
下
高
階
朝
臣
時
章
」

一
一
〇
五
『
中
右
記
』
長
治
二
年
八
月
十
三
日
「
二
条
京
極
能
登
守
時
章
家
」

一
一
一
〇
『
殿
暦
』
天
永
元
年
四
月
十
六
日
「
時
章(

院
北
面
祗
候
者
也)

」

一
一
一
三
『
殿
暦
』
永
久
元
年
一
月
廿
四
日
「
能
登
守
候
院
人
也
」
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為
章
の
四
男
時
章
は
、
康
和
五
年
十
一
月
に
蔵
人
に
な
っ
て
い
る
。
父
為
章
の
死

亡
記
事
に
「
息
男
仲
章
、
宗
章
、
雅
章
、
時
章
、
四
人
皆
補
蔵
人
」
と
あ
る
が
、
時

章
の
場
合
は
直
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
父
の
死
後
も
院
の
北
面
に
祇
候
し
、
能
登
守

に
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
父
の
所
有
し
て
い
た
二
条
京
極
の
邸
宅(

『
中
右
記
』
康

和
四
年
十
二
月
廿
一
日
条)
を
相
続
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
父
の
有
力
な
後
継

者
と
し
て
院
か
ら
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

(

オ)[

高
階
盛
章]

＝
為
章
の
二
男
宗
章
の
子

一
一
四
九
『
兵
範
記
』
久
安
五
年
十
一
月
廿
五
日
「
陪
従
四
位
伊
豫
守
盛
章
朝
臣(

略)

已
上
殿
上
人
」

一
一
五
二
『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
九
月
八
日
「
院
司
又
被
儲
四
位(
伊
豫
守
盛
章)

云
々
」

一
一
五
六
『
山
槐
記
』
久
寿
三
年
正
月
廿
七
日
「
尾
張
守
高
階
盛
章
」

一
一
五
六
『
山
槐
記
』
久
寿
三
年
三
月
一
〇
日
「
四
位
二
人
、
清
盛
、
盛
章
」

一
一
五
六
『
兵
範
記
』
保
元
元
年
六
月
十
四
日
「
院
別
当
遠
江
守
盛
章
朝
臣
」

一
一
五
六
『
兵
範
記
』
保
元
元
年
閏
九
月
廿
五
日
「
今
日
遠
江
守
盛
章
朝
臣
入
滅
、
日
来
病
悩
」、

一
一
八
五
『
玉
葉
』
文
治
元
年
九
月
二
〇
日
「
或
女
房
有
誕
生
男
子
事
（
八
条
院
女
房
三
位
局
、

盛
章
朝
臣
娘
、
彼
院
無
双
之
寵
臣
也
）、
落
胤
女
子
甚
異
様
事
也
、
而
生
男
子
可
悦
々
々
、

高
階
為
章
の
二
男
宗
章
の
息
子
盛
章
が
記
録
に
名
を
見
せ
た
時
、
す
で
に
あ
る
程

度
の
年
齢
に
な
っ
て
い
た
と
見
え
て
四
位
に
ま
で
上
っ
て
い
る
。
尾
張
守
、
院
の
別

当
に
も
な
っ
て
い
て
、
院
と
の
深
い
関
係
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
娘
の
八
条
院
三
位

は
以
仁
王
や
九
条
兼
実
と
の
間
に
子
を
な
し
て
い
る
。
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平重盛の母とその一族（曾我）

(
カ)

[

高
階
重
章]

＝
為
章
の
三
男
雅
章
の
子

一
一
五
六
『
山
槐
記
』
久
寿
三
年
三
月
十
七
日
「
高
階
重
章(

美
福
門
院
蔵
人
文
章
生
也)

一
一
五
六
『
兵
範
記
』
久
寿
三
年
三
月
十
七
日
「
高
階
重
章(

故
太
宮
権
大
進
雅
章
息)

」

一
一
五
七
『
兵
範
記
』
保
元
二
年
二
月
十
二
日
「
蔵
人
大
膳
亮
高
階
重
章
」

一
一
五
八
『
兵
範
記
』
保
元
三
年
正
月
卅
日
「
左
衛
門
尉
高
階
重
章
」

一
一
五
八
『
兵
範
記
』
保
元
三
年
六
月
廿
七
日
「
蔵
人
左
衛
門
尉
重
章
」

一
一
五
九
『
山
槐
記
』
保
元
四
年
正
月
七
日
「
従
五
位
下
高
階
重
章(

院
判
官
代
検
非
違
使
也)

」、

一
一
六
八
『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
十
二
月
十
二
日
「
殿
下
職
事
重
章
奉
仕
除
目
御
装
束
」

一
一
七
九
『
山
槐
記
』
治
承
三
年
二
月
一
〇
日
「
散
位
重
章
」

高
階
為
章
の
三
男
雅
章
の
子
で
あ
る
重
章
は
、
美
福
門
院
・
内
の
蔵
人
や
院
判
官

代
を
経
る
な
ど
高
階
氏
の
恒
例
の
官
途
を
た
ど
っ
て
い
る
が
、
左
衛
門
尉
・
検
非
違

使
と
い
っ
た
他
の
高
階
氏
に
は
見
ら
れ
な
い
官
職
に
も
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
内
や
院

と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
摂
関
家
の
も
務
め
め
て
い
る

(

キ)
[

高
階
経
章]

＝
為
章
の
二
男
宗
章
の
孫

一
一
五
五
『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
九
月
廿
三
日
「
蔵
人
高
階
経
章(

散
位
清
章
朝
臣
男)

」

一
一
五
八
『
兵
範
記
』
保
元
三
年
一
〇
月
三
日
「
左
近
将
監
高
階
経
章
」

一
一
五
八
『
兵
範
記
』
保
元
三
年
十
二
月
八
日
「
蔵
人
左
近
将
監
高
階
経
章
」

一
一
五
八
『
兵
範
記
』
保
元
三
年
十
二
月
十
七
日
「
高
階
経
章(

蔵
人
、
左
近
将
監)

」

高
階
為
章
の
二
男
宗
章
の
子
の
清
章
の
子
で
あ
る
経
章
は
、
蔵
人
・
左
近
将
監
と

い
っ
た
高
階
氏
の
一
般
的
な
官
職
に
就
い
て
い
た
記
事
が
見
え
る
。
院
や
摂
関
家
の

特
別
な
関
係
を
示
す
記
述
は
、
現
時
点
で
は
見
当
た
ら
な
い
。

(

ク)
[

高
階
信
章]

＝
為
章
の
二
男
宗
章
の
孫
？

一
一
六
一
『
山
槐
記
』
永
暦
二
年
四
月
一
日
「
皇
后
宮
大
権
進
高
階
信
章
」

一
一
五
三
『
兵
範
記
』
仁
平
三
年
七
月
五
日
「
散
位
頼
実
、
同
信
章
」

一
一
五
六
『
兵
範
記
』
久
寿
三
年
三
月
七
日
「
散
位
公
長
、
信
章
、
能
章
、
已
上
殿
上
人
」

一
一
六
七
『
兵
範
記
』
仁
安
二
年
四
月
十
一
日
「
皇
后
宮
大
進
信
章
」

一
一
六
八
『
玉
葉
』
仁
安
三
年
三
月
一
日

摂
政
与
信
章
乗
逢
之
間
、
信
章
称
空
車
之
由
不
下
、
被
破
車
了
、
遂
下
逐
電
了
云
々
、

一
一
六
八
『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
三
月
廿
三
日
「
従
五
位
上
高
階
信
章(

臨
時)

」

一
一
六
八
『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
八
月
四
日
「
高
階
信
章(

判
官
代)

」

一
一
六
八
『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
八
月
十
二
日
「
周
防
守
高
階
信
章
」

一
一
七
〇
『
玉
葉
』
嘉
応
二
年
七
月
廿
二
日

今
日
於
院
中
、
中
務
大
輔
経
家
与
周
防
守
信
章
、
有
口
論
、
事
及
非
常
、
信
章
取
経
家
之
烏

帽
子
云
々
、
両
人
共
除
籍
、
但
信
章
依
過
怠
殊
重
之
故
也
、
此
事
之
起
、
去
夏
之
比
、
於
西

八
条
泉
上
皇
有
御
遊
会
、
如
例
於
御
前
、
各
戯
遊
之
間
、
自
然
経
家
撥
落
信
章
之
烏
帽
云

々
、
凡
濫
觴
不
善
之
事
、
其
終
如
此
、
今
日
之
闘
諍
御
所
之
傍
云
々
、

一
一
八
一
『
玉
葉
』
治
承
五
年
三
月
六
日

伊
与
守
信
章
（
院
御
分
、
可
知
行
備
前
之
由
、
有
御
気
色
、
然
而
重
衡
可
国
務
、

仍
如
元
、

可
知
食
伊
与
之
由
、
前
大
将
令
申
云
々
）、

同
じ
く
高
階
為
章
の
二
男
宗
章
の
子
の
清
章
の
子
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
信

章
は
、
皇
后
宮
大
進
や
院
の
殿
上
人
と
し
て
、
有
力
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
、

表
に
出
や
す
か
っ
た
ら
し
く
、
仁
安
三
年
に
は
摂
政
藤
原
基
房
と
「
乗
逢
」
事
件
を

お
こ
し
て
い
る
し
、
嘉
応
二
年
に
は
藤
原
経
家
と
闘
乱
を
起
こ
し
て
い
る
。
信
章
が
、

明
ら
か
に
家
格
の
差
が
あ
る
基
房
や
経
家
と
一
歩
も
引
か
な
い
態
度
で
対
応
で
き
て

い
る
の
は
、
院
判
官
代
と
し
て
院
の
権
威
を
借
り
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
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ば
、
そ
れ
だ
け
院
の
信
頼
が
大
き
か
っ
た
と
い
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
平
重
盛
の
母
方
の
高
階
氏
の
人
々
の
経
歴
を
追
え
る
限
り
明
ら
か
に
し
て

き
た
。
内
や
女
院
の
殿
上
人
、
摂
関
家
の
職
事
な
ど
の
地
位
に
就
い
て
い
た
も
の
も

い
る
が
、
や
は
り
目
に
付
く
の
は
院
と
の
関
係
の
深
さ
で
あ
る
。

今
回
取
り
上
げ
た
人
物
の
内
、
仲
章
は
「
依
上
皇
殊
不
次
恩
、
発
過
分
面
目
」、

宗
章
は
「
五
位
判
官
代
」
、
雅
章
は
「
院
蔵
人
」
、
時
章
は
「
院
北
面
祗
候
者
」
、
盛

章
は
「
院
別
当
」、
重
章
・
信
章
は
「
院
判
官
代
」
と
い
ず
れ
も
共
通
し
て
院
と
の
深

い
つ
な
が
り
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
経
章
だ
け
は
、
院
と
の
関
係
を
示
す
史

料
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
一
族
の
他
の
人
々
の
経
歴
を
見
る
と
、
お
そ
ら
く
は
院

と
の
関
係
は
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
比
し
て
、
摂
関
家

と
の
関
係
を
示
す
資
料
は
少
な
い
。
も
ち
ろ
ん
重
章
が
「
殿
下
職
事
」
に
な
っ
て
い

た
り
、
基
章
に
つ
い
て
頼
長
が
「
先
年
在
余
許
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
関
係
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
が
、
院
と
の
関
係
を
示
す
記
事
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
や
は
り
、

こ
れ
が
高
階
為
章
流
の
人
々
の
立
ち
位
置
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
良

ま
た
、
こ
の
両
家
の
婚
姻
を
、
「
平
氏
が
院
の
近
臣
と
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自

己
の
勢
力
の
拡
大
を
は
か
っ
た
」
と
か
「
こ
の
背
景
に
平
氏
と
摂
関
家
と
の
結
び
つ

き
が
あ
っ
た
」
な
ど
と
語
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は

否
定
し
な
い
が
、
家
格
的
に
ふ
さ
わ
し
い
院
近
臣
同
士
に
よ
る
婚
姻
と
み
る
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
等
が
勝
手
に
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
は

思
え
な
い
の
で
、
そ
の
背
後
に
は
こ
の
よ
う
な
婚
姻
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
自
己
の

近
臣
層
の
濃
密
な
集
結
を
望
み
、
そ
の
よ
う
な
婚
姻
を
承
認
し
て
い
る
院
の
意
向
が

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

おお
わわ
りり
にに

以
上
、
平
重
盛
の
生
母
高
階
基
章
の
女
に
関
わ
る
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
て
き
た
。
藤
原
忠
実
の
「
落
胤
」
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
落
胤

だ
と
も
非
落
胤
だ
と
も
確
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
現
時
点
で
は
、
ど
ち
ら

か
に
確
定
す
る
こ
と
は
、
学
問
的
に
は
無
理
で
あ
る
。
ま
た
、
飛
躍
す
る
平
氏
の
平

清
盛
が
、
没
落
し
つ
つ
あ
る
高
階
氏
の
女
性
と
結
婚
し
た
と
捉
え
、
そ
こ
に
平
氏
側

の
何
ら
か
の
政
治
的
意
図
を
汲
み
と
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
先
行
研
究
の
基
本
姿
勢
で

あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
図
式
で
こ
の
結
婚
を
捉
え
る
こ
と
の
誤
り
を
指
摘
し
た
。

こ
の
婚
姻
当
時
、
清
盛
の
平
氏
と
基
章
女
の
高
階
氏
は
、
院
の
近
臣
層
と
し
て
ほ
ぼ

同
格
で
あ
り
、「
不
思
議
」
な
結
婚
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
時
と
し
て
は
当
た
り
前
の

婚
姻
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
貴
族
社
会
に
お
い
て
の
婚
姻
は
、
双
方

に
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
思
惑
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
近
臣
層
同
士
の
婚
姻
に
よ
っ

て
自
己
の
基
盤
強
化
を
図
る
院
の
意
向
も
働
い
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ

し
、
従
来
の
よ
う
に
平
氏
を
上
に
見
て
、
い
わ
ゆ
る
上
か
ら
目
線
で
こ
の
婚
姻
を
理

解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
誤
解
を
招
き
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

註註

（

）

拙
著
『
物
語
が
つ
く
っ
た
驕
れ
る
平
家
』(

日
記
で
読
む
日
本
史

)

1

12

（

）『
江
次
第
抄
』
に
「
得
選
者
御
厨
子
所
女
官
也
、
於
采
女
中
選
其
人
、
故
得
其

2
名
」
と
あ
る
。

（

）
高
橋
昌
明
氏

(

増
補
改
訂)

『
清
盛
以
前
』
第
六
章
付
論
「
重
盛
の
母
」
〉
。

3
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
高
橋
氏
の
所
論
は
こ
れ
に
拠
る
。

（

）『
中
右
記
』
保
安
元
年
十
一
月
十
二
日
条

4
（

）
元
木
泰
雄
氏
、
人
物
叢
書
『
藤
原
忠
実
』。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
元
木

5
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(

カ)
[

高
階
重
章]

＝
為
章
の
三
男
雅
章
の
子

一
一
五
六
『
山
槐
記
』
久
寿
三
年
三
月
十
七
日
「
高
階
重
章(

美
福
門
院
蔵
人
文
章
生
也)

一
一
五
六
『
兵
範
記
』
久
寿
三
年
三
月
十
七
日
「
高
階
重
章(

故
太
宮
権
大
進
雅
章
息)

」

一
一
五
七
『
兵
範
記
』
保
元
二
年
二
月
十
二
日
「
蔵
人
大
膳
亮
高
階
重
章
」

一
一
五
八
『
兵
範
記
』
保
元
三
年
正
月
卅
日
「
左
衛
門
尉
高
階
重
章
」

一
一
五
八
『
兵
範
記
』
保
元
三
年
六
月
廿
七
日
「
蔵
人
左
衛
門
尉
重
章
」

一
一
五
九
『
山
槐
記
』
保
元
四
年
正
月
七
日
「
従
五
位
下
高
階
重
章(

院
判
官
代
検
非
違
使
也)

」、

一
一
六
八
『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
十
二
月
十
二
日
「
殿
下
職
事
重
章
奉
仕
除
目
御
装
束
」

一
一
七
九
『
山
槐
記
』
治
承
三
年
二
月
一
〇
日
「
散
位
重
章
」

高
階
為
章
の
三
男
雅
章
の
子
で
あ
る
重
章
は
、
美
福
門
院
・
内
の
蔵
人
や
院
判
官

代
を
経
る
な
ど
高
階
氏
の
恒
例
の
官
途
を
た
ど
っ
て
い
る
が
、
左
衛
門
尉
・
検
非
違

使
と
い
っ
た
他
の
高
階
氏
に
は
見
ら
れ
な
い
官
職
に
も
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
内
や
院

と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
摂
関
家
の
も
務
め
め
て
い
る

(

キ)
[

高
階
経
章]

＝
為
章
の
二
男
宗
章
の
孫

一
一
五
五
『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
九
月
廿
三
日
「
蔵
人
高
階
経
章(

散
位
清
章
朝
臣
男)

」

一
一
五
八
『
兵
範
記
』
保
元
三
年
一
〇
月
三
日
「
左
近
将
監
高
階
経
章
」

一
一
五
八
『
兵
範
記
』
保
元
三
年
十
二
月
八
日
「
蔵
人
左
近
将
監
高
階
経
章
」

一
一
五
八
『
兵
範
記
』
保
元
三
年
十
二
月
十
七
日
「
高
階
経
章(

蔵
人
、
左
近
将
監)

」

高
階
為
章
の
二
男
宗
章
の
子
の
清
章
の
子
で
あ
る
経
章
は
、
蔵
人
・
左
近
将
監
と

い
っ
た
高
階
氏
の
一
般
的
な
官
職
に
就
い
て
い
た
記
事
が
見
え
る
。
院
や
摂
関
家
の

特
別
な
関
係
を
示
す
記
述
は
、
現
時
点
で
は
見
当
た
ら
な
い
。

(

ク)
[

高
階
信
章]

＝
為
章
の
二
男
宗
章
の
孫
？

一
一
六
一
『
山
槐
記
』
永
暦
二
年
四
月
一
日
「
皇
后
宮
大
権
進
高
階
信
章
」

一
一
五
三
『
兵
範
記
』
仁
平
三
年
七
月
五
日
「
散
位
頼
実
、
同
信
章
」

一
一
五
六
『
兵
範
記
』
久
寿
三
年
三
月
七
日
「
散
位
公
長
、
信
章
、
能
章
、
已
上
殿
上
人
」

一
一
六
七
『
兵
範
記
』
仁
安
二
年
四
月
十
一
日
「
皇
后
宮
大
進
信
章
」

一
一
六
八
『
玉
葉
』
仁
安
三
年
三
月
一
日

摂
政
与
信
章
乗
逢
之
間
、
信
章
称
空
車
之
由
不
下
、
被
破
車
了
、
遂
下
逐
電
了
云
々
、

一
一
六
八
『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
三
月
廿
三
日
「
従
五
位
上
高
階
信
章(

臨
時)

」

一
一
六
八
『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
八
月
四
日
「
高
階
信
章(

判
官
代)

」

一
一
六
八
『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
八
月
十
二
日
「
周
防
守
高
階
信
章
」

一
一
七
〇
『
玉
葉
』
嘉
応
二
年
七
月
廿
二
日

今
日
於
院
中
、
中
務
大
輔
経
家
与
周
防
守
信
章
、
有
口
論
、
事
及
非
常
、
信
章
取
経
家
之
烏

帽
子
云
々
、
両
人
共
除
籍
、
但
信
章
依
過
怠
殊
重
之
故
也
、
此
事
之
起
、
去
夏
之
比
、
於
西

八
条
泉
上
皇
有
御
遊
会
、
如
例
於
御
前
、
各
戯
遊
之
間
、
自
然
経
家
撥
落
信
章
之
烏
帽
云

々
、
凡
濫
觴
不
善
之
事
、
其
終
如
此
、
今
日
之
闘
諍
御
所
之
傍
云
々
、

一
一
八
一
『
玉
葉
』
治
承
五
年
三
月
六
日

伊
与
守
信
章
（
院
御
分
、
可
知
行
備
前
之
由
、
有
御
気
色
、
然
而
重
衡
可
国
務
、

仍
如
元
、

可
知
食
伊
与
之
由
、
前
大
将
令
申
云
々
）、

同
じ
く
高
階
為
章
の
二
男
宗
章
の
子
の
清
章
の
子
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
信

章
は
、
皇
后
宮
大
進
や
院
の
殿
上
人
と
し
て
、
有
力
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
、

表
に
出
や
す
か
っ
た
ら
し
く
、
仁
安
三
年
に
は
摂
政
藤
原
基
房
と
「
乗
逢
」
事
件
を

お
こ
し
て
い
る
し
、
嘉
応
二
年
に
は
藤
原
経
家
と
闘
乱
を
起
こ
し
て
い
る
。
信
章
が
、

明
ら
か
に
家
格
の
差
が
あ
る
基
房
や
経
家
と
一
歩
も
引
か
な
い
態
度
で
対
応
で
き
て

い
る
の
は
、
院
判
官
代
と
し
て
院
の
権
威
を
借
り
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
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ば
、
そ
れ
だ
け
院
の
信
頼
が
大
き
か
っ
た
と
い
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
平
重
盛
の
母
方
の
高
階
氏
の
人
々
の
経
歴
を
追
え
る
限
り
明
ら
か
に
し
て

き
た
。
内
や
女
院
の
殿
上
人
、
摂
関
家
の
職
事
な
ど
の
地
位
に
就
い
て
い
た
も
の
も

い
る
が
、
や
は
り
目
に
付
く
の
は
院
と
の
関
係
の
深
さ
で
あ
る
。

今
回
取
り
上
げ
た
人
物
の
内
、
仲
章
は
「
依
上
皇
殊
不
次
恩
、
発
過
分
面
目
」、

宗
章
は
「
五
位
判
官
代
」
、
雅
章
は
「
院
蔵
人
」
、
時
章
は
「
院
北
面
祗
候
者
」
、
盛

章
は
「
院
別
当
」、
重
章
・
信
章
は
「
院
判
官
代
」
と
い
ず
れ
も
共
通
し
て
院
と
の
深

い
つ
な
が
り
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
経
章
だ
け
は
、
院
と
の
関
係
を
示
す
史

料
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
一
族
の
他
の
人
々
の
経
歴
を
見
る
と
、
お
そ
ら
く
は
院

と
の
関
係
は
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
比
し
て
、
摂
関
家

と
の
関
係
を
示
す
資
料
は
少
な
い
。
も
ち
ろ
ん
重
章
が
「
殿
下
職
事
」
に
な
っ
て
い

た
り
、
基
章
に
つ
い
て
頼
長
が
「
先
年
在
余
許
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
関
係
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
が
、
院
と
の
関
係
を
示
す
記
事
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
や
は
り
、

こ
れ
が
高
階
為
章
流
の
人
々
の
立
ち
位
置
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
良

ま
た
、
こ
の
両
家
の
婚
姻
を
、
「
平
氏
が
院
の
近
臣
と
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自

己
の
勢
力
の
拡
大
を
は
か
っ
た
」
と
か
「
こ
の
背
景
に
平
氏
と
摂
関
家
と
の
結
び
つ

き
が
あ
っ
た
」
な
ど
と
語
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は

否
定
し
な
い
が
、
家
格
的
に
ふ
さ
わ
し
い
院
近
臣
同
士
に
よ
る
婚
姻
と
み
る
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
等
が
勝
手
に
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
は

思
え
な
い
の
で
、
そ
の
背
後
に
は
こ
の
よ
う
な
婚
姻
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
自
己
の

近
臣
層
の
濃
密
な
集
結
を
望
み
、
そ
の
よ
う
な
婚
姻
を
承
認
し
て
い
る
院
の
意
向
が

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

おお
わわ
りり
にに

以
上
、
平
重
盛
の
生
母
高
階
基
章
の
女
に
関
わ
る
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
て
き
た
。
藤
原
忠
実
の
「
落
胤
」
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
落
胤

だ
と
も
非
落
胤
だ
と
も
確
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
現
時
点
で
は
、
ど
ち
ら

か
に
確
定
す
る
こ
と
は
、
学
問
的
に
は
無
理
で
あ
る
。
ま
た
、
飛
躍
す
る
平
氏
の
平

清
盛
が
、
没
落
し
つ
つ
あ
る
高
階
氏
の
女
性
と
結
婚
し
た
と
捉
え
、
そ
こ
に
平
氏
側

の
何
ら
か
の
政
治
的
意
図
を
汲
み
と
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
先
行
研
究
の
基
本
姿
勢
で

あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
図
式
で
こ
の
結
婚
を
捉
え
る
こ
と
の
誤
り
を
指
摘
し
た
。

こ
の
婚
姻
当
時
、
清
盛
の
平
氏
と
基
章
女
の
高
階
氏
は
、
院
の
近
臣
層
と
し
て
ほ
ぼ

同
格
で
あ
り
、「
不
思
議
」
な
結
婚
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
時
と
し
て
は
当
た
り
前
の

婚
姻
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
貴
族
社
会
に
お
い
て
の
婚
姻
は
、
双
方

に
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
思
惑
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
近
臣
層
同
士
の
婚
姻
に
よ
っ

て
自
己
の
基
盤
強
化
を
図
る
院
の
意
向
も
働
い
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ

し
、
従
来
の
よ
う
に
平
氏
を
上
に
見
て
、
い
わ
ゆ
る
上
か
ら
目
線
で
こ
の
婚
姻
を
理

解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
誤
解
を
招
き
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

註註

（

）

拙
著
『
物
語
が
つ
く
っ
た
驕
れ
る
平
家
』(

日
記
で
読
む
日
本
史

)

1

12

（

）『
江
次
第
抄
』
に
「
得
選
者
御
厨
子
所
女
官
也
、
於
采
女
中
選
其
人
、
故
得
其

2
名
」
と
あ
る
。

（

）
高
橋
昌
明
氏

(

増
補
改
訂)

『
清
盛
以
前
』
第
六
章
付
論
「
重
盛
の
母
」
〉
。

3
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
高
橋
氏
の
所
論
は
こ
れ
に
拠
る
。

（

）『
中
右
記
』
保
安
元
年
十
一
月
十
二
日
条

4
（

）
元
木
泰
雄
氏
、
人
物
叢
書
『
藤
原
忠
実
』。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
元
木

5
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氏
の
所
論
は
こ
れ
に
拠
る
。

（

）
樋
口
健
太
郎
氏
『
「
平
家
物
語
」
を
生
き
た
女
性
た
ち
』
六
「
高
階
基
章
女
」。

6
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
樋
口
氏
の
所
論
は
こ
れ
に
拠
る
。

（

）
角
田
文
衛
氏
『
王
朝
の
映
像
』
「
平
重
盛
の
生
母
」
。
以
下
、
特
に
断
ら
な
い

7
限
り
角
田
氏
の
所
論
は
こ
れ
に
拠
る
。

（

）『
中
右
記
』
保
延
二(

一
一
三
六)

年
正
月
廿
七
日
条

8
（

）『
本
朝
世
紀
』
康
治
元(

一
一
四
二)

十
二
月
廿
一
日
条

9
（

）・
（

）『
中
右
記
』
康
和
四(

一
一
〇
二)

年
二
月
二
日
条

10

11

（

）『
中
右
記
』
長
治
元(

一
一
〇
四)

年
八
月
十
三
日
条

12
（

）『
兵
範
記
』
仁
安
三(

一
一
六
八)
年
三
月
廿
三
日
条

13
（

）『
山
槐
記
』
保
元
四(

一
一
五
九)
年
正
月
七
日
条

14
（

）『
中
右
記
』
承
徳
元(

一
〇
九
七)

年
閏
正
月
十
六
日
条

15
（

）『
中
右
記
』
寛
治
二(

一
〇
八
八)

年
正
月
十
九
日
条

16
（

）『
中
右
記
』
康
和
四(

一
一
〇
二)

年
七
月
廿
一
日
条

17
（

）『
兵
範
記
』
久
寿
二(

一
一
五
五)

年
三
月
廿
三
日
条
に
「
加
陪
従
、
伊
豫
守
盛
章

18
朝
臣
、
安
藝
守
清
盛
朝
臣
」
と
あ
り
、
同
記
久
寿
三(
一
一
五
六)

年
三
月
十
日
条

に
「
四
位
陪
従
安
藝
守
清
盛
朝
臣
、
尾
張
守
盛
章
朝
臣
」
と
あ
る
。

本
誌
の
編
集
が
下
向
井
さ
ん
か
ら
渡
邊
さ
ん
に
引
き
継
が
れ
る
と
の
こ
と
。
今
ま

で
の
ご
苦
労
を
思
う
と
頭
の
下
が
る
思
い
で
す
。
ま
た
、
継
承
さ
れ
る
渡
邊
氏
に
も

敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
学
舎
も
千
田
か
ら
東
広
島
に
移
り
、
教
授
陣
も
全

員
私
の
後
輩
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
広
島
大
学
は
私
の
研
究
者
と
し
て
の
基

礎
を
築
い
て
く
れ
た
大
切
な
母
校
で
す
。
史
料
を
基
礎
と
す
る
広
島
大
学
日
本
史
の

学
風
が
、
次
世
代
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
心
か
ら
願
い
ま
す
。(

曾
我
記)

執執
筆筆
者者
紹紹
介介

下
向
井
龍
彦

一
九
五
二
年
生

広
島
大
学
名
誉
教
授

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了

曾
我
良
成

一
九
五
五
年
生

名
古
屋
学
院
大
学
国
際
文
化
学
部
教
授

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了

鳥
谷
智
文

一
九
六
八
年
生

松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
教
授

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
修
了

渡
邊

誠

一
九
七
七
年
生

広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
准
教
授

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
修
了
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